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第4章 計画段階環境配慮書についての意見と事業者の見解 

4-1 配慮書の公告及び縦覧等 

4-1-1 公告 

（１）公告日 

平成29年４月25日（火） 

（２）公告方法 

京都府公報 第2873号（平成29年４月25日）公告 

（３）周知方法 

事業者ホームページ、京都府ホームページ、京田辺市広報（広報ほっと京たなべ）及び枚方市広

報（広報ひらかた）への掲載を行い周知した。 

 

4-1-2 縦覧 

縦覧場所、期間及び時間は表 4-1.1に示すとおりである。 

 

表 4-1.1 縦覧場所、期間及び時間 

縦覧場所 縦覧場所の所在地 縦覧期間 縦覧時間 

京都府環境部環境管理課 
京都市上京区下立売通新町西
入薮ノ内町 

平成 29 年４月
25 日（火）から
５月 24 日（水）
まで（土曜日、
日曜日及び祝日
を除く） 

午前９時から正

午まで及び午後

１時から午後５

時まで 

京都府山城北保健所環境室 宇治市宇治若森 7の 6 

京都府田辺総合庁舎総合案
内・相談コーナー 

京田辺市田辺明田1 

京田辺市経済環境部ごみ広
域処理推進課 

京田辺市田辺80 

京田辺市環境衛生センター
甘南備園 

京田辺市田辺ボケ谷58 

枚方京田辺環境施設組合事
務所 

枚方市大字尊延寺2949（枚方市
東部清掃工場内） 

枚方市行政資料コーナー 
枚方市大垣内町2丁目1の20（枚
方市役所別館6階） 

午前９時から午

後５時30分まで 

枚方市環境部環境指導課 
枚方市朝日丘町2の17（枚方市
役所分室） 

枚方市役所津田支所 枚方市津田北町 2丁目 25の 1 

枚方市役所香里ヶ丘支所 枚方市香里ヶ丘3丁目13 

枚方市役所北部支所 枚方市楠葉並木 2丁目 29の 3 
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4-1-3 意見書 

（１）意見書の提出期間 

平成29年４月25日（火）から６月７日（水）まで 

（２）意見書の提出方法 

「京都府環境部環境管理課」宛へ書面の郵送、持参又は京都府のホームページから電子申請によ

る提出。 

（３）意見書の提出状況 

意見書の提出は13通であった。 
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4-2 配慮書についての住民等の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書の公告、縦覧に伴い提出された配慮書についての住民等の意見は13通であり、以下にその

概要とそれに対する事業者の見解を示す。 

 

（１）事業計画について 

No 住民等の意見 事業者の見解 

① 煙突高さ 

1 呼吸疾患を有する一市民の立場として、安心
安全で快適な暮らしを求める観点から１環境基
準および２眺望景観を踏まえて考察すると、今
回の可燃ごみ広域処理施設建設に際しては環境
基準を重視すべき（将来の環境政策を踏まえる
と、さらに高い環境基準値のクリアを目指すべ
き）だと考えます。 
枚方京田辺環境施設組合による可燃ごみ広域

処理施設の煙突の高さは、枚方東部清掃工場の
煙突の高さと同じ 100m 以上とし、煙突の頂点
は、同工場と同一以上の標高とすることが適
正・適切との意見を表明いたします。 

本施設は、適正なごみ処理を行ううえで必要
不可欠な施設ですが、一方で、施設を整備する
にあたっては、周辺住民の方々の健康のほか環
境の保全に万全を期し、安全・安心な施設とす
る必要があると考えています。 
配慮書に示す大気質の予測結果では、Ａ案（煙

突高さ 100m）とＢ案（煙突高さ 59m）とのいず
れについても、重大な影響は生じることはない
と予測されましたが、複数案間の影響の差異に
ついては、Ｂ案に比べ、Ａ案の寄与濃度が低く
なることから、環境影響の観点からは優位であ
ると評価しています。煙突高さの違いにより、
建設費や維持管理費による差はありますが、本
事業では、環境保全性を最優先して整備するこ
ととしていることから、寄与濃度の差異が生じ
る大気質の影響の低減を重視し、Ａ案（煙突高
さ：100ｍ 枚方市東部清掃工場と同様）を採用
することとしました。また、煙突の高さが十分
に高くない場合には、地上において短期間に高
濃度が発生する煙突ダウンウォッシュ（ダウン
ドラフト）現象が発生しやすくなると言われて
おり、そのような観点からも煙突高さはＢ案よ
り高いＡ案とした方が望ましいと考えていま
す。 
今後の施設計画の詳細の検討にあたっては、

コスト縮減にも留意し、建設費と維持管理費を
合わせたライフサイクルコストの削減ができる
ように努めます。 
また、施設の建設にあたっては、煙突排出ガ

スの自主基準値を守ることのできる適正な排ガ
ス処理装置を設置するとともに、施設の運営に
おいては、当該自主基準値の遵守と維持が図ら
れるよう、維持管理を適正に行い、大気環境の
保全に努めます。 
なお、方法書以降の手続きにおいては、事業

実施想定区域における気象状況等の詳細な調査
を行ったうえで、必要な環境の保全及び創造の
ための措置を検討すること等により、環境保全
に努めます。 

2 煙突高さと風向、風速または地形（山の位置、
高さ、形状）との関係で煙突からの煙の排向が
定まらないなかで、ダウンウォッシュ的なこと
も否定できない。煙突高さをできるだけ高くし
て拡散希釈をはかるべき。 

3 可燃ごみ広域処理施設の建設に際しては、環
境基準を重視すべきです。将来の環境政策を踏
まえると、さらに高い環境基準値のクリアが必
要と考えます。 
今回、建設される枚方京田辺環境施設組合可

燃ごみ広域処理施設の煙突の高さは、100m 以上
とし、煙突の頂点は、枚方市東部清掃工場以上
の標高とすることが適切であります。 

4 市の環境に対しての影響が少しでも低くなる
よう希望しております。 
現在、京田辺市の自然多き環境において、快

適に生活をしているため、この良い環境を維持
できることを望んでいます。安心安全な快適で
ある暮らしを望んでおります。 
煙突の高さについて 100m でご検討頂けるよ

う意見をお送りします。 

5 清掃工場建設における環境技術基準が日々向
上するなかで、近くにある枚方東部清掃工場が
建設されたときの諸条件や各種目標値より優位
となる施設を建設すべきであると思います。今
回の配慮書では排煙が放出される高さをできる
だけ高い位置（枚方東部より高く）とし、排煙
拡散に配慮すべき（排煙ができるだけ上昇する
ようにしてほしい）と思う。 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

6 新規に建設する焼却場は、既存隣接施設に比
べて、より環境に配慮した優位な施設（排煙が
位置をより高くし、大気中に散らばりやすくし
た施設）とすべきである。 
新規施設については、最終的に排煙が出る位

置（高さ）と既存隣接する枚方東部焼却場の煙
突先の高さよりも高くしていただきたい。 

（見解は 4-3 頁を御覧ください。） 

7 費用対効果に関する記載が一切ないこと。（配
慮書では、費用を考慮せず、環境に最善の配慮
を尽くしているものかもしれませんが。） 
新施設に設置される煙突の高さについて、全

国的に採用実績が多い 59m のＢ案（案配慮書
（P3-3））で環境基準を満たしているのであれ
ば、Ｂ案で問題ないように感じたこと。 
以上より、施設の配置に関するＸ案とＹ案及

び工作物の構造に関するＡ案とＢ案の比較にお
いて、費用対効果も考慮して案を選択していた
だければと思います。特に、工作物に関するＡ
案とＢ案では、費用対効果においてＢ案が優れ
ているのであれば、Ｂ案で十分と感じます。 

8 いずれの案も大きな差異がない前提の意見と
なりますが、要約書にある「環境基準等との整
合」の中で「煙突の高さに係る複数案毎の最大
着地濃度地点における環境基準整合状況は、表
4-2.8 に示すとおりである。これによると、全
ての予測項目で、いずれの案も環境基準値を下
回ると評価される」と記載されていますが、環
境以外の要因として、例えば、費用対効果が高
い案はどれか等を具体的に検討すべきだと思い
ます。 

9 特に煙突における２つの案については、環境
負荷と景観の点で充分に考察されていると思う
のですが、大きな差と言えるものは寄与濃度の
みであり、煙突を高くすればその分数値が低く
なる数字であることを考慮すれば、この差もＢ
案を採用する利点とまでは言えないと考えま
す。私は、専門的な知識を有するわけではあり
ません。ですが、煙突を 100m に設定するのか、
59m に設定するのかでは、煙突自体が大きくな
ることに加え、煙突を支える基礎部分の強度等
から建設費用に大きな差があるであろうと推定
することは容易です。また、全国的に多く採用
されているＢ案に対してのＡ案は、枚方東部清
掃工場の煙突が 100m である為採用されたのか
もしれないのですが、何故枚方東部清掃工場の
煙突が 100m であるのかにも疑問を持ちます。 
ごみ処理施設配置についてのＸ案、Ｙ案と煙

突に関するＡ案、Ｂ案双方にいえることである
と思いますが、環境負荷の低い案を採用するこ
とによる建設費用に言及がなされていないこと
に疑問を感じました。 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

10 私たちの暮らしに必要な施設を建てるのな
ら、市民にとっても周辺地域の人たちにとって
も、そして自然にとっても負荷が小さいものが
選ばれることを切に願っています。 
煙突から出る煙の値が、いずれも環境基準よ

りもすごく小さくなるようなら、影響範囲が小
さいほうが良いように思います。 

煙突排ガスの最大着地濃度地点までの距離
は、Ｂ案（59m 案）の方が、Ａ案（100m 案）よ
りわずかに近くなると予測しており、いずれの
案においても、環境に重大な影響は生じること
はないと予測されましたが、複数案間の影響の
差異については、Ｂ案に比べ、Ａ案の寄与濃度
が低くなることから、環境影響の観点からは優
位であると評価しています。 
なお、いずれの案についても、煙突からの負

荷濃度は、地域の基礎濃度であるバックグラウ
ンド濃度に比して非常に小さいと予測してお
り、環境基準の達成は十分図られるものと想定
されますが、本事業では、環境保全性を最優先
して整備することとしていることから、寄与濃
度の差異が生じる大気質の影響の低減を重視
し、Ａ案（煙突高さ：100ｍ）を採用することと
しました。 
また、施設の建設にあたっては、排ガスの自

主基準値を守ることのできる適正な排ガス処理
装置を設置するとともに、施設の運営において
は、当該自主基準値の遵守と維持が図られるよ
う、維持管理を適正に行い、大気環境の保全に
努めます。 

11 煙突の高さは59mとする案と100m以上とする
案があるが、大気への影響を考えると、新しい
施設を設置することで大きな影響は生じないと
思われます。 
施設の近くに住む者として、新しい煙突と枚

方市の煙突と２本そびえたつのは良いと思わな
いです。 
建設費用が安くすみ、景観にも優れている煙

突高さ 59m がよいと思います。 

煙突排出ガスの影響に係る複数案間の影響の
差については、Ａ案（煙突高さ 100m）とＢ案（煙
突高さ 59m）とのいずれについても重大な環境
影響は生じることはないと予測されましたが、
環境保全性重視の観点から、より寄与濃度の低
いＡ案を採用することとします。 
景観への影響の観点については、予測対象と

した既存文献等より抽出した主要な眺望点から
の眺望景観の変化については、大きな差違はな
いと予測しています。 
なお、方法書段階以降においては、今後の詳

細な施設計画等を踏まえつつ、配慮書で対象と
した主要な眺望点に加え、不特定多数の人が行
き交うその他の場所等からの煙突の見え方等に
ついても検討したうえで、景観影響の低減に努
めます。 

12 配慮書に示されている煙突の高さはできるだ
け低い方がいいです。 
計画地の隣に、京田辺市の焼却場、甘南備園

がありますが、これ以上の性能の施設ができる
のであれば、大気に大きな影響はないので、少
しでも施設が景観になじむようにしてほしいで
す。 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

② 広域処理 

13 京田辺市では市民に十分な説明がありませ
ん。ごみ広域化については住民に十分な説明を
して下さい。 

ごみ処理の広域化については、国における平
成９年の「ごみ処理広域化計画について」（平成
９年５月28日衛環第173号厚生省環境整備課長
通知）を受けて、平成 11 年 3月には大阪府及び
京都府の両府において、ごみ処理広域化計画が
策定されました。 
枚方市及び京田辺市においてパブリックコメ

ントの実施等により市民合意の下で策定された
「ごみ処理施設整備基本構想」（平成26年12月）
を踏まえ、両市において可燃ごみを広域処理し、
その施設の建設を甘南備園の地域で進めること
となったところです。 
なお、本可燃ごみ広域処理施設の建設にあた

っては、周辺住民及び環境保全の配慮が必要な
施設等への配慮も含め、京都府環境影響評価条
例に基づく環境影響評価を適切に実施し、必要
な環境の保全及び創造のための措置を検討する
こと等により、環境保全に努めます。 

14 配慮書 P2-82、83 
環境保全について配慮が必要な施設、学校、

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
各種学校、大学、病院、保健医療施設、文化施
設、診療所、特別養護老人ホーム、養護老人ホ
ーム、有料老人ホーム、こども発達支援センタ
ー、京田辺市総ての施設です。 
ごみ施設は絶対必要なものですが、何故枚方

市民のものまで京田辺市で引き受けなければな
らないのですか。 
少し費用が安くなる。それでは納得できませ

ん。 

15 配慮書 P2-165 
京都府ごみ処理広域化計画の概要も大阪府の

概要も各ブロックを示しながら突然大阪ブロッ
クが京都に入ってくるのは納得できません。 
広域化が大切なのは理解しますが、この様な

市民を無視したやり方はおかしい。 

16 配慮書 P2-166 
京都府循環型社会計画の概要を記載されてい

るなら、何故大阪府のごみを受け入れなければ
ならないのか？ 
しっかり京都府は京都府民を守ってくださ

い。 

 

（２）計画段階配慮事項の選定について 

No 住民等の意見 事業者の見解 

17 配慮書 P3-3 
計画段階配慮事項の選定について 
本事業における計画配慮事項の選定にあたっ

て事業の実施に伴い重大な影響を受けるおそれ
がある項目はないと考えるが、この文章はまっ
たく京田辺市のことを考えていない。 
自然、子供、市民、文化、文化財総てに影響

を与えます。 

現時点において、工事の実施と施設の存在及
び供用の観点で、環境に及ぼす影響の可能性に
ついて検討した結果、適切な環境配慮により影
響の低減に努めることなどより、重大な影響は
回避できるものと考えています。従って、配慮
書においては、計画段階でできる限り環境への
配慮を行う観点から、設定する複数案間で影響
の程度が異なると想定される主要な項目を選定
し、調査、予測及び評価を実施したものです。 
なお、方法書以降の手続きにおいては、影響

の程度を客観的に示しつつ、周辺住民の安心・
理解を得ることなどにも留意し、配慮書で選定
した項目以外の項目も対象に、適切な項目の選
定と調査、予測及び評価並びに環境の保全及び
創造のための措置を検討すること等により、環
境保全に努めます。 
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（３）計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果について 

No 住民等の意見 事業者の見解 

① 大気質 

18 設定されている複数案のぞれぞれに差異があ
ることは理解できますが、その差異がどの程度
のものかイメージしにくい印象を受けました。
特に煙突高さに係る複数案毎の最大着地濃度地
点の将来濃度に関する評価結果では、「全ての予
測項目でＢ案のほうがＡ案より寄与濃度が高く
なる傾向が見られる。ただし、両案の将来濃度
（年平均値）は同程度の値となる。」と記載され
ていますが、差異があるのかないのかわかりに
くい印象を受けました。 

煙突排ガスの影響に係る複数案間の影響の差
異については、Ａ案（煙突高さ 100m）とＢ案（煙
突高さ 59m）とのいずれについても重大な影響
は生じることはないと予測されましたが、複数
案間の影響の差異については、Ｂ案に比べ、Ａ
案の寄与濃度が低くなることから、環境影響の
観点からは優位であると評価しています。 
なお、いずれの案についても、煙突からの負

荷濃度は、地域の基礎濃度であるバックグラウ
ンド濃度に比して非常に小さいと予測してお
り、バックグラウンド濃度と寄与濃度を合計し
た将来濃度はいずれの案も同程度となります。 
今後の環境影響評価手続きで作成する図書に

おいては、できる限り内容を分かり易く示すよ
う努めます。 

② 景観 

19 配慮書 P4-24 
この写真では煙突は視認されないとあります

が、煙突は 2本見えることになります。 
あるところから、ちょっと写したらこうなり

ますと枚方はいっています。 

配慮書 P4-24 の写真撮影の時期は、平成 29 年
年２月に行っており、一年を通して最も落葉し
ている木が多い時期であり、樹木による遮蔽が
最小であると考えます。このような状況のもと、
当該眺望点で行ったフォトモンタージュでは、
常緑樹と煙突位置が重なるため煙突は視認され
ないと評価しました。 
なお、方法書段階以降においては、不特定多

数の人が行き交うその他の場所からの煙突の見
え方等についても調査、予測及び評価を行いま
す。 
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（４）その他の環境影響について 

No 住民等の意見 事業者の見解 

① 大気質 

20 枚方東部清掃工場建設の時、恒風があるので
枚方住民には被害がないと説明されたのでひど
くショックを受け印象に残っている。 
80m の煙突を 100m にして、京田辺市へ総て送

ると説明された。その時気象庁に問い合わせを
した。 

配慮書における煙突排ガスの予測は、既存の
気象測定データ等を用いて行ったものですが、
方法書以降の手続きにおいては、事業実施想定
区域における気象状況等の詳細な調査を行った
うえで、詳細な影響予測を改めて実施し、十分
な影響の検証及び必要な環境保全措置の検討を
行います。 
なお、排ガスによる植物への影響については、

配慮書に示した予測結果では、施設から排出さ
れる排ガスにより増加する寄与濃度は、最大で
も現況の大気中に含まれるバックグラウンド濃
度の 1/100 程度と十分に小さく、バックグラウ
ンド濃度と寄与濃度を合計しても現況の濃度と
ほぼ変わらないと予測されることから、施設稼
働により植物への新たな影響が生じることはな
いと考えています。 

21 配慮書 P2-72 
京田辺市では、山林、田が土地利用として多

く近隣農家として茶畑、野菜づくりがさかんで
す。その自然のものにふりそそぐ 0.00・・・と
いわれても困ります。 
枚方市民のごみは当然枚方市民の考えで処理

して下さい。 
ナスやお茶は京田辺市の特産品です。 
農家の人はこわいのでいえないとおっしゃい

ます。 

22 配慮書 P2-5 
図 2.2.2 気象観測所位置図にあるように京田

辺地域観測所は城陽市に近い位置にあります。 
事業実施地とはまったく別の位置です。事業

予定地ではかるべきです。 

② 騒音 

23 配慮書 p2-15 
自動車騒音及び環境騒音測定位置図をみても

意味不明。ほとんどの事業予定の車がどう通る
かを見ることが大切です。 

配慮書の第２章については、既存の文献資料
等を用いて事業実施想定区域の周辺の環境がど
のようになっているかを把握することが目的と
なっています。このため、本事業の関係車両の
走行しない場所についても、騒音の状況を取り
まとめています。 
なお、本事業の工事関係車両及び供用後にお

ける廃棄物等の運搬車両は、主に京田辺市及び
枚方市を結ぶ国道 307 号を走行する計画であ
り、その先においては、車両台数は分散される
と考えられることから、方法書以降の手続きに
おいては、事業による負荷が大きくなる前記の
区間を対象に、詳細な調査、予測及び評価、並
びに環境の保全及び創造のための措置の検討を
行うこととしています。 

③ 水環境 

24 建設予定地における雨水は、建設予定地から
見て国道 307 号手前に沿って存する水路に流出
し東側（京田辺市外方面）に向かって流れ天神
川を経て一級河川の木津川へ注ぎこむ。 
開発に伴う治水対策事務処理マニュアルに準

じ雨水貯留施設が必要です。 
京田辺市では、お茶、ナス、農作物等に影響

があります。十分に市民に説明する必要があり
ます。 

建設予定地では、造成に伴い裸地が生ずるこ
とから、開発行為を行う際には、「開発行為に伴
う治水対策事務処理マニュアル（案）」（平成 20
年 4 月、京都府）及び「重要開発調整池に関す
る事務処理マニュアル」（平成 29 年７月、京都
府）に基づき、調整池等を設置するなどにより、
適切な雨水対策を行います。 
また、方法書以降の手続きにおいて、降雨時

の濁水による影響を評価項目として選定し、調
査、予測及び評価、並びに環境の保全及び創造
のための措置の検討を行うこととしています。 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

25 配慮書 P2-23 
公共下水道を使用するのは全部京田辺市側で

す。公共下水道料はどこが利用料を支払うので
すか。 
放出した時の水質の状況 PH、SS、BOD、COD、

大腸菌群数、全窒素、全リン、亜鉛など水質の
状況など、国か京都府か京田辺市か？などあた
りまえに影響を受ける京田辺市がしっかりして
もらわないと困ります。 
京田辺市はそんなのはかれない。組合が料金

を支払うのとちがうか？京田辺市側は下水は流
したらいい。大量の下水がどう流れるかも知ろ
うともしない人々に京都の自然が守れるのでし
ょうか。 

施設から発生するプラント排水については場
内で循環利用することを基本とし、余剰分と生
活排水のみを下水道放流とする計画です。下水
道への放流にあたっては、排水処理設備におい
て適切な処理を行い、排除基準を遵守します。 
また、下水道へ導水することに係る利用料に

ついては、枚方市及び京田辺市の両市で構成し
ている枚方京田辺環境施設組合として支払うこ
とになるため、京田辺市のみの負担となること
はありません。 

26 配慮書 P2-74 
京田辺市松井ヶ丘ではまだ上水は地下水のみ

でまかなっています。自然に降る雨は地下水と
なり京田辺市民の口に入ります。 
豊かな自然が残る京田辺市民としては、行政

の方々しっかり考えて下さい。 

京田辺市松井ヶ丘地区における上水道の水源
は、地下水を基本としつつ、一部京都府営水道
で賄われています。 
なお、施設の設置、稼働にあたっては、水質

汚濁防止法の規定に基づき地下水汚染を生じさ
せない対策を講じます。 

27 配慮書 P2-99 
地下水保全要綱、これについては京都府が管

轄とありますが、きちんと調べてくれるのです
か。何という課が調べるのですか？ 

京田辺市では、地下水の枯渇防止及び地下水
資源の保全等のため、京田辺市地下水保全要綱
（昭和 60 年 12 月 30 日京田辺市告示第 114 号）
を定め、一定の規模の地下水採取者に対して届
出及び定期的な報告を義務付けています。この
所管は、京田辺市環境課となります。 

④ 地形・地質 

28 建設予定地の地質は田辺礫層（06）に相当す
る地すべり地です。 

建設予定地の地質は、地質学的には、大阪層
群下部の田辺累層の水取礫層と呼ばれる地質
で、主に砂・礫層からなっています。礫層であ
ることと地すべり地とは直接的な関係はありま
せん。 

29 配慮書 P2-36 
活断層データベースによると調査地域に活断

層は分布していないとあるが、活断層よりもっ
と怖いといわれる撓曲（とう曲）がある。 

撓曲は、地下の断層活動に伴って上位の未固
結～半固結の地層が変形したものです。「日本の
活断層」（平成 3年）によると、建設予定地周辺
には、活断層として生駒断層帯の交野断層や普
賢寺撓曲、富雄川撓曲-高船断層などが分布して
いますが、事業実施想定区域内には、それらは
分布していません。 

30 配慮書 P2-114 
事業実施区域は土砂災害警戒区域です。 

事業実施想定区域の一部は、平成 28 年３月
28 日付けで京都府より土砂災害警戒区域（田辺
２（新こ 1005-2）及び田辺３（新こ 1005））と
して土砂災害警戒区域の指定を受けています。
ただし、土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に
基づき、住民の方が土砂災害のおそれのある箇
所を確認し、災害への備えや警戒避難に役立て
るために公表されているものであり、法的な規
制はありません。 
このため、開発の制限や開発時の許可等は必

要ありませんが、施設の整備に当たっては、災
害にも十分耐えうる安全な施設の整備に努めま
す。 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

⑤ 自然環境 

31 配慮書 P1-15 自然環境について 
この点が最大の問題点です。 
木津川流域は希少植物、魚、蝶とまだ豊かな

緑や自然が残り残さねばならない特別な地域で
す。 
枚方市のように早くひらけた地域では、まだ

住民自身が転入者が多くその良さに気づいてい
ません。しっかり住民に説明することが大切で
す。 
京都府の絶滅危惧種もあります。 

配慮書においては、既存の文献資料等により
動植物の分布情報を整理しましたが、方法書以
降の手続きにおいては、現地における詳細な調
査を行い、希少な動植物の分布状況も十分に把
握したうえで、影響の予測及び評価並びに環境
の保全及び創造のための措置を検討します 

32 配慮書 P2-36 動植物の生息又は生育及び生態
の状況 
これほど多くの動植物が生育しているところ

は、京都府内では少なくなった。何故このこと
をしっかり京田辺市民、京都府民は考えて下さ
らないのでしょうか？ 
失った自然は何億円出しても取り戻す事はで

きません。京都で生まれ京都で育った私はやっ
ぱり緑豊かな自然を大切にしていきたい。 

33 配慮書 P105 図 2-2.31 保安林 
ほとんどが京田辺市です。どれだけ京田辺市

には自然が残っているか。京田辺市役所の方々
には京田辺市を守ってください。京都府職員の
方々には京都府民を守ってください。 

34 配慮書 P2-167 
京田辺市は望ましい環境像を描きながら、現

実は自然の破壊が続いている。現在、他市町村
と違って人口増が続く京田辺市は山々が切りさ
かれ建築が進み、どんどん自然破壊が続いてい
ます。道路にはゴミのポイ捨てなど、緑の山々、
木々破壊が耐えられない。 

35 甘南備山生活環境保全林について 
甘南備山は市街地から近く豊かな自然条件に

めぐまれていることから京都府において昭和 62
年（1987）から生活環境保全林業が甘南備山 84
ヘクタール全域を対象とし、その内 25.6 ヘクタ
ールを整備区域として多種類の木々をゾーンご
とに植林し、管理道路や林内遊歩道、防火貯水
池など整備し豊かな木々や植物、花、野鳥、昆
虫など京都府民、京田辺市民、他市の人々から
愛されている生活保全林です。お正月など列が
続くにぎわいです。 
そのような所に巨大なごみ施設はいりませ

ん。 

生活環境保全林は、林野庁の治山事業の一環
で指定されているものであり、事業実施想定区
域近傍では、甘南備山が指定されています。 
事業実施想定区域は甘南備山の範囲に含まれ

ておらず、当該保全林の伐採等を行うことはあ
りません。ただし、事業実施想定区域は、甘南
備山の近傍に位置することから、方法書以降の
手続きにおいては、植物、動物、生態系及び人
と自然との触れ合い活動の場を評価項目として
選定し、現地における調査を行ったうえで予測
及び評価並びに環境の保全及び創造のための措
置を検討します 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

⑥ 人と自然との触れ合いの活動の場 

36 配慮書 P2-65 人と自然の触れ合い活動の場 
開発がすでに終わりに近づいた枚方市と京田

辺市では自然との触れ合いの場は違います。人
口やっと６万８千の市と、すでに 40 万人の枚方
市ではまったく異なります。少し残っている京
田辺市甘南備山周辺を京田辺市民、京都府民、
周辺市民の自然の触れ合いの場として残して下
さい。お正月には初のぼりとして列が続く市民
の触れ合いの場です。 

既存文献資料によると、事業実施想定区域の
近傍では、ハイキングコース等を有する甘南備
山等が分布していますが、本事業の実施により、
それらの人と自然の触れ合い活動の場を改変す
ることはありません。 
方法書以降の手続きにおいては、人と自然の

触れ合い活動の場も評価項目として選定し、調
査、予測及び評価並びに環境の保全及び創造の
ための措置を検討します。 

⑦ 文化財 

37 配慮書 P2-173～174 文化財及び埋蔵文化包蔵
の状況 
文化財保護法及び埋蔵文化包蔵の状況 
京田辺市では多数文化財がある数えきれない

遺跡もある。 
教育総務室、文化振興室など対応がない。ま

だ考えられてもいない。問題と考えていない。 

既存文献資料によると、事業実施想定区域に
おいては文化財及び周知の埋蔵文化財は存在し
ていないため、これらを改変することはなく、
本事業の実施により影響が生じることはないと
考えています。 
なお、事業の実施にあたり、工事中に埋蔵文

化財が確認された場合等においては、文化財保
護法に基づき、適切な記録及び保存を行います。 

⑧ 廃棄物等 

38 配慮書 P2-101 図 2-2.29 
廃棄物が地下にある区域、青印点 
以前、京田辺市側に流出しているとして問題

になりましたが市民に十分な説明もなく、うや
むやになったように思っています。 
現在はどうなっているのですか。説明してく

ださい。 

意見で言及されている場所は、配慮書 P.2-101
の図に示す NO.4 の箇所で、元下水道汚泥処分地
であると思われます。当該箇所は、安全対策工
事完了後の平成 18 年４月に、枚方市元下水汚泥
処分地安全対策委員会から「処分地の現状は、
周辺環境に悪影響を及ぼすものではないと言え
る。以上の現状から判断する限り、今後の対応
については通常の廃棄物処分場跡地と同様の管
理を行うことで差し支えないと考えられる。」と
枚方市へ最終報告されています。 
その結果を踏まえ、枚方市では、当該地の管

理を継続して行っていくとともに、上部利用と
して平成 27 年から東部スポーツ公園を開設さ
れています。 
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No 住民等の意見 事業者の見解 

⑨ 温室効果ガス等 

39 配慮書 P1-10 
資源循環性余力な電力を電力会社に売却とあ

るが現在電力を買うところはない。 

既存の枚方市東部清掃工場では、開設時は余
剰電力を関西電力に売却していましたが、電力
自由化以降、現在は競争入札により他の電力会
社に売却しています。このように、可燃ごみ広
域処理施設においても、余剰電力の売却は可能
と考えています。 

40 配慮書 P2-162 
京都府地球温暖化対策推進計画によれば、平

成 32 年度までに平成２年度と比べて 40％削減
するとしていますが、京都府地球温暖化対策室
によると、平成 32 年度までに平成２年と比べて
25％を削減するのを目標にしているが、26 年度
では 15％しか削減できていません。 
できていない上に枚方市 40 万人分のごみを

燃やすとなると京都府としては責任を果たせま
せん。自分の課だけでなく京都府全体を考えた
仕事をしてほしい。枚方市の横暴です。 

一般廃棄物の焼却処分を広域で行っている場
合は、市町村の処理量ごとで排出量を推計する
とされており、温室効果ガスの排出量を処理場
の立地ではなく、発生源の市町村に帰属させる
ため、枚方市分が京都府地球温暖化対策推進計
画に影響を及ぼすことはありません。 
なお、本施設については、ごみの焼却時に発

生する熱を利用して、発電を行う計画であり、
両市のごみ処理に伴う温室効果ガスの削減に貢
献することができると考えています。 
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（５）その他 

No 住民等の意見 事業者の見解 

41 平成 28 年５月 31 日付け総務大臣からの許可
を受けたとあるが、情報公開ではほとんど枚方
側の考えで京田辺市住民の声は後に少しだけ。
住民はほとんど知らない。 

京田辺市及び枚方市においてパブリックコメ
ントの実施等により市民合意の下で策定された
「ごみ処理施設整備基本構想」（平成26年12月）
を踏まえ、両市において可燃ごみを広域処理し、
その施設の建設を甘南備園の地域で進めること
となったところです。 
それを受け、可燃ごみ広域処理施設の建設の

事業実施主体については、地方自治法に基づく
一部事務組合を設立して行うこととされ、平成
28 年５月 31 日付けで総務大臣から許可を受け
「枚方京田辺環境施設組合」が設立されたもの
です。 
組合設立までの過程では、両市の広報等によ

り状況をお知らせするとともに、パブリックコ
メントの実施など市民の皆様の意見も踏まえな
がら事業を進めてきましたが、今後も、組合と
して引き続き広報やホームページなどによる積
極的な情報公開と説明に努めます。 

42 配慮書 P1-12 
国道 307 号、700m 京田辺市側を走ることにな

るが、その整備費等の負担額などない。 
国道であるが、整備等は京田辺市がするとい

っている。まわりの自然状態などダンプが走り
続けることの自然破壊が心配。どう配慮するの
か？ 

本事業の工事車両や廃棄物運搬車両等の走行
による道路沿道環境への影響については、方法
書以降の手続きにおいて、詳細な調査、予測及
び評価を実施し、必要に応じ、適切な環境保全
措置を検討していきます。 
なお、現在国道 307 号で行われている線形改

良工事については、京田辺市ではなく、京都府
が実施しています。 
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4-3 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

条例第７条の６の規定により、配慮書についての知事意見が平成29年８月17日に事業者に送付さ

れた。 

以下に、知事意見とそれに対する事業者の見解を示す。 

 

（１）全般的事項 

知事の意見 事業者の見解 

方法書以降の手続においては、以下の個別事項
に留意し、各環境要素に対する影響について検討
の上で評価項目を選定し、科学的知見に基づく十
分かつ適切な調査、予測及び評価（以下「調査等」
という。）を行い、必要な環境保全措置を検討する
こと。 

方法書以降の手続においては、個別事項に留意
し、各環境要素に対する影響について検討の上で
評価項目を選定します。また、科学的知見に基づ
く十分かつ適切な調査、予測及び評価を行い、必
要な環境保全措置を検討していきます。 

造成地盤高さは、工事中の影響だけでなく、必
要に応じて施設稼働時の影響も考慮して決定する
こと。 また、煙突高さは、住民意見にも十分に配
慮した上で、以下に述べる大気質及び景観に関す
る事項を考慮して決定すること。なお、これらの
決定に係る経緯については、方法書において詳細
に記載すること。 

造成地盤高さは、工事中の影響だけでなく、参
考として施設稼働時の影響も考慮して決定しま
す。また、煙突高さは住民意見に配慮し、大気質
及び景観への影響を考慮して決定します。なお、
これらの決定に係る経緯については、方法書にお
いて詳細に記載します。 

 

（２）個別事項 

 １）大気質 

知事の意見 事業者の見解 

施設の稼働による排出ガスの影響については、
年平均値のみでなく、逆転層の形成や局地風等の
気象条件による短期的な高濃度の影響にも十分考
慮し、近隣で稼働中である枚方市東部清掃工場の
影響も加味して適切に調査等を行うこと。 

施設の稼働による排出ガスの影響については、
年平均値ほか、逆転層の形成や局地風等の気象条
件による短期的な高濃度の影響についても予測評
価を行います。また、近隣で稼動中である枚方市
東部清掃工場の影響も加味できるよう調査等を行
います。 

本事業により、地域において処理する廃棄物が
増加することに伴う環境負荷の増加が考えられる
が、焼却施設の性能が向上することにより削減さ
れる環境負荷もあることから、全体としての負荷
量の変化にも着目して評価を行うこと。 

地域において処理する廃棄物が増加することに
伴う環境負荷の増加と、焼却施設の性能が向上す
ることにより削減される環境負荷を考慮し、準備
書において必要に応じ全体としての負荷量の変化
にも着目した評価を行います。 

 

 ２）騒音・振動 

知事の意見 事業者の見解 

国道 307 号において、「道路に面する地域」の環
境基準を達成していない区間があることから、工
事用車両による影響だけでなく、施設関係車両に
よる騒音・振動の影響についても、適切に調査等
を行うこと。 

騒音の調査地点は、「道路に面する地域」の環境
基準を達成していない区間を考慮し、主要な車両
走行ルートとなる国道 307 号に調査地点を設定し
て、工事用車両及び施設関係車両による騒音・振
動の影響について調査等を行います。 

 

 ３）水質 
知事の意見 事業者の見解 

工事中の濁水の影響について調査等を行うとも
に、施設供用時の排水については、公共下水道へ
の負荷も含め事業区域外へ排出される環境影響と
して検討すること。 

工事中の濁水の影響を予測評価するため、降雨
時の水質調査を行います。また、施設供用時の排
水については、プラント排水は循環利用を基本と
し、余剰分について生活排水と併せて公共下水道
へ放流する計画であるため、評価項目としません
が、事業計画において、公共下水道への負荷に対
する保全対策の内容を整理し記載します。 
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 ４）動物、植物及び生態系 

知事の意見 事業者の見解 

平成5年及び平成10～11年の枚方市東部清掃工
場建設時の調査で、動物、植物の重要種が確認さ
れており、また事業実施想定区域に近接して鳥獣
保護区が存在することから、現況調査を実施する
とともに、必要に応じ、専門家等からの助言も踏
まえ、事業に伴う環境影響をできる限り低減する
よう努めること。 

平成5年及び平成10～11年の枚方市東部清掃工
場建設時の調査などの地域の動植物調査結果や、
事業実施想定区域に近接する鳥獣保護区に留意し
て現況調査を実施します。また、必要に応じ、専
門家等からの助言も踏まえ、事業に伴う環境影響
をできる限り低減するよう努めます。 

 

 ５）景観 
知事の意見 事業者の見解 

煙突及び建物の景観については、遠い眺望点か
らの評価だけにとどまらず、近景についても適切
な地点を選定し、調査等を行うこと。なお、国見
山からの眺望については、明確に視認できる地点
が存在することから、適切な地点を再調査した上
で、予測及び評価を行うこと。 

煙突及び建物の景観については、国道 307 号沿
道などの近景のほか、人々が日常的に利用してい
る場等を調査地点として選定し、調査等を行いま
す。 
国見山からの眺望については、視認できる地点

の眺望に鉄塔が含まれ新施設煙突は目立ちにく
く、仰角の変化は指標を下回ります。また、眺望
地点はハイキングコースでは無く、鉄塔管理通路
であることから、眺望景観への影響は小さいもの
と考えます（図 4-3.1 及び図 4-3.2 参照）。 

建物・煙突の色彩やデザインは、地域景観との
調和に留意して決定するとともに、敷地内の緑化
も十分検討すること。 

建物・煙突の色彩やデザインは、地域景観との
調和に留意して決定します。 
また、敷地内の緑化も検討します。 

 

 ６）温室効果ガス等 

知事の意見 事業者の見解 

ごみ収集車の走行を含め、事業実施に伴う温室
効果ガスの排出量に関し、適切に予測及び評価を
行うとともに、実行可能な最大限の排出抑制策を
検討すること。 

ごみ収集車の走行を含め、事業実施に伴う温室
効果ガスの排出量に関して予測及び評価を行いま
す。 
また、計画の検討にあたっては実行可能な最大

限の排出抑制策を検討のうえ、焼却に伴う熱を利
用した発電等の温室効果ガスの排出抑制の状況も
含め予測及び評価を行います。 
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■ 国見山からの眺望について（参考） 

国見山からの眺望については、図 4-3.1に示すとおり視認できる地点の眺望に鉄塔が含まれ新施

設煙突は目立ちにくく、仰角の変化は0.1度であり指標の18度を下回ります。 

また、国見山から視認できる眺望地点は、図 4-3.2に示すとおりハイキングコースから分岐した、

鉄塔管理通路であることからも、眺望景観への影響は小さいものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年9月写真撮影 

図 4-3.1 眺望景観の変化の予測結果（国見山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：電子国土web（国土地理院） 

図 4-3.2 国見山から視認できる眺望地点 

新施設煙突方向 

上記写真鉄塔 

鉄塔管理用通路 
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第5章 環境影響評価の項目の選定 

 

環境影響評価の項目の選定は、「環境影響評価等についての技術的事項に関する指針」（平成11年、

京都府告示第276号）に基づき、以下のとおりとした。 

 

5-1 環境影響要因の抽出 

対象事業の実施に係る環境影響要因は、本事業に係る工事の実施（以下、「工事中」という。）、

土地又は工作物の存在及び供用（以下、「供用時」という。）において想定される事業活動の内容を

検討し、抽出した。その結果を表 5-1.1に示す。 

 

表 5-1.1 環境影響要因の抽出 

環境影響要因 想定される事業活動の内容 

工事中 造成等の工事による一時的な影響 現況地形の整地に際して造成工事を実施するた
め、裸地面の一時的発生がある。また、造成工事
や工作物の建設工事に際して、建設副産物（残土
等）の一時的発生がある。 

建設機械の稼働 造成工事や工作物の建設工事を実施するため、各
種建設機械が稼働する。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の
運行 

工事用の資材及び建設機械の搬出入に際して、工
事用車両の運行がある。 

雨水の排水 現況地形の整地に際して造成工事を実施するた
め、一時的に裸地面の発生があり、降雨時に対象
事業実施区域外へ濁水が流出する可能性がある。 

供用時 地形改変後の土地及び工作物の存在 新たに造成後の土地及び工作物が出現する。 

施設の稼働 ごみ焼却施設が稼働する。 

施設利用車両の運行 廃棄物の運搬車両等、ごみ焼却施設の施設利用車
両の運行がある。 

廃棄物の発生 施設の稼働に伴い、廃棄物が発生する。 

 

 

5-2 環境影響評価の項目の選定 

環境影響評価の項目については、事業特性及び地域特性を勘案して選定した。その結果を表 

5-2.1に示す。 

環境影響評価の対象として選定した環境要素は、大気質、騒音及び超低周波音、振動、悪臭、水

質、地形及び地質、土壌、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物

等及び温室効果ガス等の14項目である。 

なお、調査等の実施、事業内容の具体化等により環境影響に関する新たな事情が生じたときには、

必要に応じ、項目の見直しを行うものとする。 
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表 5-2.1(1) 環境影響評価項目の選定・非選定理由 

影響要因の区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 

工事中 供用時 

環境影響評価項目の選定・非選定理由 

造
成
等
の
工
事
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

雨
水
の
排
水 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
工
作
物
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

施
設
利
用
車
両
の
運
行 

廃
棄
物
の
発
生 

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

大
気
環
境 

大
気
質 

二酸化硫黄      ●   

供用時に、施設の稼働に伴う煙突排出ガスが排出
される。この排出ガスに含まれる二酸化硫黄による
大気質への影響を検討するため選定する。なお、工
事中に、建設機械の稼働及び工事用車両の運行に伴
う排出ガス、供用時に、施設利用車両の運行に伴う
排出ガスが排出されるが、燃料に含まれる硫黄分は
非常に少ないため、排出ガス中に含まれている二酸
化硫黄も少なく、大気質への影響はほとんどないと
考えられることから選定しない。 

浮遊粒子状
物質 

 ● ●   ● ●  

工事中に、建設機械の稼働及び工事用車両の運行
に伴う排出ガス、供用時に、施設の稼働に伴う煙突
排出ガス及び施設利用車両の運行に伴う排出ガスが
排出される。これらの排出ガスに含まれる浮遊粒子
状物質による大気質への影響を検討するため選定す
る。 

一酸化炭素         

一酸化炭素の主な発生源は自動車排出ガスである
が、近年の自動車の性能改善により、全国的に環境
基準は達成されている状況である。また、施設の稼
働に伴う煙突排出ガス中に含まれる一酸化炭素も少
なく、大気質への影響はほとんどないと考えられる
ことから選定しない。 

窒素酸化物  ● ●   ● ●  

工事中に、建設機械の稼働及び工事用車両の運行
に伴う排出ガス、供用時に、施設の稼働に伴う煙突
排出ガス及び施設利用車両の運行に伴う排出ガスが
排出される。これらの排出ガスに含まれる窒素酸化
物による大気質への影響を検討するため選定する。 

ダイオキシ
ン類 

     ●   
供用時に、施設の稼働に伴う煙突排出ガスが排出

される。この排出ガスに含まれるダイオキシン類に
よる大気質への影響を検討するため選定する。 

光化学オキ
シダント 

        

光化学オキシダントは窒素酸化物等が太陽光の作
用によって複雑な光化学反応を起こして二次的に生
成される物質であり、本事業によって直接排出され
る物質ではないことから選定しない。なお、光化学
オキシダントの原因物質の一つである窒素酸化物
は、窒素酸化物の項において選定している。 

ベンゼン         

施設の稼働に伴う煙突排出ガス中にはほとんど含
まれないことから選定しない。また、自動車の燃料
であるガソリン中に含まれるベンゼンは非常に少な
く（１％以下）、また、全国的に環境基準は達成され
ている状況であることから選定しない。 

トリクロロ
エチレン、
テトラクロ
ロ エ チ レ
ン、ジクロ
ロメタン 

        
本事業の実施に伴う主な発生源はなく、施設の稼

働に伴う煙突排出ガス中にもほとんど含まれないこ
とから選定しない。 
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表 5-2.1(2) 環境影響評価項目の選定・非選定理由 

影響要因の区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 

工事中 供用時 

環境影響評価項目の選定・非選定理由 

造
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の
工
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に
よ
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時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
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に
用
い
る
車
両
の
運
行 

雨
水
の
排
水 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
工
作
物
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

施
設
利
用
車
両
の
運
行 

廃
棄
物
の
発
生 

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
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の
保
持
を
旨
と
し
て
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査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

大
気
環
境 

大
気
質 

有害物質 
(塩化水素、
水銀) 

     ●   

供用時に、施設の稼働に伴う煙突排出ガスが排出
される。この排出ガスに含まれている主な有害物質
の中では塩化水素及び水銀による大気質への影響を
検討するため選定する。 

粉じん ●        
工事中の造成工事に伴い一時的に裸地面が出現

し、粉じんの発生が考えられることから選定する。 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

騒音  ● ●   ● ●  

工事中に、建設機械の稼働に伴う建設作業騒音及
び工事用車両の運行に伴う道路交通騒音、供用時に、
施設の稼働に伴う工場・事業場騒音及び施設利用車
両の運行に伴う道路交通騒音の発生があることか
ら、その影響を検討するため選定する。 

超低周波音      ●   
供用時に、施設の稼働に伴う工場・事業場からの

超低周波音の発生があることから、その影響を検討
するため選定する。 

振
動 

振動  ● ●   ● ●  

工事中に、建設機械の稼働に伴う建設作業振動及
び工事用車両の運行に伴う道路交通振動、供用時に、
施設の稼働に伴う工場・事業場振動及び施設利用車
両の運行に伴う道路交通振動の発生があることか
ら、その影響を検討するため選定する。 

悪
臭 

悪臭      ●   
供用時に、施設の稼働に伴う煙突排出ガス及び施

設からの漏洩により悪臭が発生する可能性があるこ
とから、その影響を検討するため選定する。 

水
環
境 

水
質 

水質汚濁         

排水については、生活排水及びプラント排水とも
に公共用水域へは放流せず、下水道放流を行う計画
であることから選定しない。なお、プラント排水は、
排除下水量を削減するために排水処理設備で適切な
処理を行い、循環利用を図ることを基本とする。 

水の濁り 
（SS） 

   ●     
工事中の造成等の工事に伴い一時的に出現する裸

地面からの濁水が発生することから、その影響を検
討するため選定する。 

水
底
の 

底
質 

底質汚染         

排水については、生活排水及びプラント排水とも
に公共用水域へは放流せず、下水道放流を行う計画
であり、また、地下への浸透防止対策により、地下
浸透しないことから、選定しない。なお、プラント
排水は、排除下水量を削減するために排水処理設備
で適切な処理を行い、循環利用を図ることを基本と
する。 

地
下
水
の
水
質 

及
び
水
位 

地下水の水
質 

        

地下水の水
位 

        

本事業では通常時に地下水の揚水を行わないこ
と、周辺での井戸等の利用がないこと、地下構造物
としてごみピットを設置するが地下水流動を分断す
るような長大構造物ではないことから選定しない。 
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表 5-2.1(3) 環境影響評価項目の選定・非選定理由 

影響要因の区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 

工事中 供用時 

環境影響評価項目の選定・非選定理由 

造
成
等
の
工
事
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

雨
水
の
排
水 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
工
作
物
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

施
設
利
用
車
両
の
運
行 

廃
棄
物
の
発
生 

環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持
を
旨 

と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

地
質
・
土
壌
環
境 

地
形
及
び
地
質 

重 要 な 地
形・地質及
び自然現象 

●        
工事の実施に伴い、造成等による地形の改変を行

うことから選定する。 

地
盤 

地盤沈下         
本事業では通常時に地下水の揚水を行わないこと

から選定しない。 

土
壌 

土壌汚染 ●        
対象事業実施区域内に土壌汚染があった場合に

は、工事に伴い周辺への影響が生じる可能性がある
ことから、選定する。 

そ
の
他
の 

環
境 

日照阻害         供用時に対象事業実施区域内に新たな工作物が出
現するものの、近傍に住居等の保全対象がないこと
から選定しない。 電波障害         

生
物
の
多
様
性
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の

体
系
的
保
全
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及

び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

動
物 

重要な種・
注目すべき
生息地 

● ●   ● ●   工事の実施及び供用時の工作物の存在等に伴い対
象事業実施区域及びその周辺の動物の生息・生育場
所への直接的な改変及び間接的な影響の可能性があ
ること、また工事中の建設機械の稼働及び供用時の
施設の稼働に伴う騒音等による動物への影響の可能
性があることから選定する。 
なお、供用時には施設の稼働に伴う煙突排出ガス

が排出されるものの、排出ガス中の大気汚染物質の
濃度は十分低いものと想定され、類似施設による植
物への間接的な影響の報告はなされていないことか
ら、植物生育環境としての土壌については選定しな
い。 

植
物 

重要な種及
び群落 

●    ●    

植物生育環
境としての
土壌 

        

生
態
系 

地域を特徴
づける生態
系 

● ●   ● ●   

人
と
自
然
と
の
豊
か
な
触
れ

合
い
の
活
動
の
確
保
を
旨
と

し
て
、
調
査
、
予
測
及
び
評
価

さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

景
観 

主要な眺望
点及び景観
資源並びに
眺望景観 

    ●    
供用時に、対象事業実施区域に新たな工作物が出

現することから、その影響を検討するため選定する。 

人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場 

主要な人と
自然との触
れ合いの活
動の場 

  ●  ● ● ●  

工事中の工事用車両の運行及び供用時の工作物の
存在、施設の稼働並びに施設利用車両の運行に伴い、
人と自然との触れ合いの活動の場へ間接的な影響を
及ぼす可能性があることから選定する。 
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表 5-2.1(4) 環境影響評価項目の選定・非選定理由 

影響要因の区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 

工事中 供用時 

環境影響評価項目の選定・非選定理由 

造
成
等
の
工
事
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
の
運
行 

雨
水
の
排
水 

地
形
改
変
後
の
土
地
及
び
工
作
物
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

施
設
利
用
車
両
の
運
行 

廃
棄
物
の
発
生 

環
境
へ
の
負
荷
の
量
の
程
度
に
よ
り 

予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

廃
棄
物
等 

廃棄物 ●       ● 
工事中にはがれき類や廃プラスチック類等、供用

時には施設の稼働に伴う焼却残さ等の廃棄物が発生
することから選定する。 

建設工事に
伴う副産物
（残土等） 

●        工事中には残土が発生することから選定する。 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

温室効果ガ
ス（二酸化
炭素等） 

 ● ●   ● ●  

工事中には建設機械の稼働及び工事用車両の運
行、供用時には施設の稼働及び施設利用車両の運行
に伴い二酸化炭素等の温室効果ガスが発生すること
から選定する。 

オゾン層破
壊物質(フ
ロン等) 

        
本事業の実施によって、オゾン層破壊物質（フロ

ン等）の搬出入はなく、また設備機器にも含まれな
いため選定しない。 

歴
史
的
・
文
化
的
環
境
の
保
全
を
旨
と
し
て 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素 

歴
史
的
・
文
化
的
景
観 

主要な歴史
的・文化的
景観に係る
眺望点及び
歴史的・文
化的景観資
源並びに主
要 な 歴 史
的・文化的
眺望景観 

        

対象事業実施区域には歴史的・文化的景観に係る
眺望点及び歴史的・文化的景観資源並びに主要な歴
史的・文化的眺望景観の保全が必要なものは存在し
ないため選定しない。 

文
化
財
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地 

文化財、天
然記念物等 

        
対象事業実施区域には文化財、天然記念物等の保

全が必要なものは存在しないため選定しない。 

埋蔵文化財
包蔵地 

        
対象事業実施区域には周知の埋蔵文化財包蔵地等

の保全が必要なものは存在しないため選定しない。 
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第6章 調査、予測及び評価の手法 

 

環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、「環境影響評価等についての技術的事項に関

する指針」（平成11年京都府告示第276号）に基づき、事業特性及び地域特性を勘案し、以下のとお

りとした。 

なお、調査等の実施、事業内容の具体化等により環境影響に関する新たな事情が生じたときには、

必要に応じ、手法の見直しを行うものとする。 

 

 

6-1 大気環境 

6-1-1 大気質 

本事業の実施によって、工事中には裸地面から発生する粉じん、建設機械の稼働に伴う排出ガス

及び工事用車両の運行に伴う排出ガス、供用時には施設の稼働に伴う煙突排出ガス及び施設利用車

両の運行に伴う排出ガスがあり、これらに含まれている大気汚染物質によって大気質の変化が生じ

る可能性があることから、その影響を検討するため、大気質に関する調査、予測及び評価を実施す

る｡ 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-1.1に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-1.1及び図 6-1.2に示

すとおりである。 
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表 6-1.1(1) 調査の手法（大気質） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

大気汚染物質の
濃度の状況 

｢京都府環境白書｣（京都府）､｢環境デー
タ集」（枚方市）等を対象に収集整理 

対象事業実施区
域周辺 

最新年度 

現
地
調
査 

一
般
環
境
大
気
質 

降下ばいじん サンプリング分析 対象事業実施区
域：１地点 
(図 6-1.1参照) 

４季各30日間
（１検体/月）  ダストジャーによる捕集法、重量法 

（測定高さ：地上2～5ｍ） 

二酸化硫黄 
（SO2） 

ステーション設置による自動連続測定 対象事業実施区
域及びその周
辺：５地点 
(図 6-1.1参照) 

対象事業実施
区域：通年（１
時間値測定） 
周辺４地点： 
４季各７日間 
（１時間値測
定） 

 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 
（測定高さ：地上1.5ｍ） 

浮遊粒子状物質 
（SPM） 

ベータ線吸収法 
（測定高さ：地上3ｍ） 

窒素酸化物 
（NOx：NO,NO2） 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又
はオゾンを用いる化学発光法 
（測定高さ：地上1.5ｍ） 

サンプリング分析（簡易測定） 対象事業実施区
域及びその周
辺：５地点 
(図 6-1.1参照) 

４季各７日間 
（１検体/日）  PTIO法（測定高さ：地上1.5ｍ） 

ダイオキシン類 サンプリング分析（簡易測定） 対象事業実施区
域及びその周
辺：５地点 
(図 6-1.1参照) 

４季各７日間 
連続測定（１
検体） 

 ハイボリューム・エアサンプラー捕集、
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析
計による方法（測定高さ：地上3ｍ） 

塩化水素（HCl） 濾紙捕集後、イオンクロマトグラフ法 
（測定高さ：地上1.5ｍ） 

４季各７日間 
（１検体/日） 

水銀（Hg） 金アマルガム捕集-加熱気化、非分散冷
原子吸光法（測定高さ：地上1.5ｍ） 

沿
道
大
気
質 

浮遊粒子状物質 
（SPM） 

ステーション設置による自動連続測定 搬入路沿道：２
地点 
(図 6-1.2参照) 

４季各７日間 
（１時間値測
定） 

 ベータ線吸収法（測定高さ：地上3ｍ） 

窒素酸化物 
（NOx：NO,NO2） 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又
はオゾンを用いる化学発光法 
（測定高さ：地上1.5ｍ） 

 

表 6-1.1(2) 調査の手法（気象） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資 
料調査 

気象の状況 「気象庁ホームページ 気象統計情報」 
等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺 

最新年度 

現
地
調
査 

地
上
気
象 

風向・風速 ステーション設置による自動連続測定 対象事業実施区域 
（図 6-1.1参照） 

１年間連続 
（毎時10分間）  風車型風向風速計 

（測定高さ：地上約10ｍ） 対象事業実施区域
周辺：７地点 
（図 6-1.1参照） 

４季各30日間 
（毎時10分間） 

搬入路沿道：２地
点 
（図 6-1.2参照） 

４季各７日間 
（毎時10分間） 

日射量 全天日射計 
（測定高さ：地上約3ｍ） 

対象事業実施区域 
（図 6-1.1参照） 

１年間連続 
（毎時10分間） 

放射収支量 放射収支計 
（測定高さ：地上1.5ｍ） 

気温・湿度 隔測温湿度計 
（測定高さ：地上1.5ｍ） 

１年間連続 
（毎正時値） 

高
層
気
象 

風向・風速 
気温 

現地観測 ４季各７日間 
（８回/日：３
時間毎） 

 GPSゾンデ観測 
（取得高度は1,000ｍまで50ｍ毎） 
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図 6-1.1 一般環境大気質・気象の調査地点 

A2, M2 

A3, M3 

A6, M6 

A7, M7 

A9 

A8, M8 

A10 

凡 例 

一般環境大気質調査地点 

・降下ばいじん：A1 

・二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、窒素酸化物、ダイオキシン類、塩化水素、水銀：A1～A5 

窒素酸化物簡易測定調査地点（PTIO 法によるサンプリング分析）：A6～A10 

A5, M5 

A4, M4 

気象調査地点（風向・風速）：M2～M8 

対象事業実施区域 

A1, M1 

気象調査地点：M1 

・地上気象：風向・風速、日射量、放射収支量、気温・湿度 

・高層気象：風向・風速、気温 
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図 6-1.2 沿道大気質の調査地点 

凡 例 

沿道大気質調査地点 

・浮遊粒子状物質、窒素酸化物：A11、A12 

A11, M9 
A12, M10 

対象事業実施区域 

関係車両の搬入路（国道 307 号） 

気象調査地点（風向・風速）：M9、M10 
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 １）調査すべき情報 

 ① 大気汚染物質の濃度の状況 

 ア 一般環境大気質 

一般環境大気質の現況を把握するため、環境保全上の基準値や規制値が定められ本事業の実施

に伴う変化が想定されるもの及び予測・評価する上で基礎情報となるものとして、降下ばいじん、

二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、窒素酸化物、ダイオキシン類、塩化水素、水銀を対象とする。そ

の他、現地調査においては、調査結果を解析する上で重要となる測定時の気象の状況（風向・風

速）についても対象とする｡ 

 

 イ 沿道大気質 

沿道大気質の現況を把握するため、自動車排出ガス中に含まれる主な大気汚染物質のうち、環

境保全上の基準値や規制値が定められ、本事業の実施に伴う変化が想定されるもの及び予測・評

価する上で基礎情報となるものとして、浮遊粒子状物質、窒素酸化物を対象とする。その他、現

地調査においては、調査結果を解析する上で重要となる測定時の気象の状況（風向・風速）につ

いても対象とする｡ 

 

 ② 気象の状況 

大気拡散予測における気象条件として必要な風向別出現頻度、大気安定度等を算出するため、

地上気象は、風向・風速、日射量、放射収支量を対象とする。また、参考として、気温・湿度を

対象とする。 

対象事業実施区域周辺の気象の鉛直構造を把握するため、高層気象は、風向・風速、気温を対

象とする｡ 

 

 ２）調査の基本的な手法 

 ① 大気汚染物質の濃度の状況 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査においては、大気汚染に係る環境基準（昭和48年環境庁告示第25号）及び「有害大気

汚染物質測定方法マニュアル」（平成23年、環境省）に定める方法等に準じて行う。なお、試料

空気の採取高さは、人が通常生活し呼吸する高さとして地上1.5～３ｍの範囲で設定する（ただ

し、降下ばいじんの測定高さは地上２～５ｍとする）。 

 

 ② 気象の状況 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査においては、「地上気象観測指針」（平成14年、気象庁）、「高層気象観測指針」（平成

16年、気象庁）に定める方法等に準じて行う。なお、地上気象の観測高さは、周辺の地形や構造

物等の影響を受けないよう考慮し、地上1.5～10ｍの範囲で設定する。 
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 ３）調査地域 

 ① 大気汚染物質の濃度の状況 

 ア 一般環境大気質 

調査地域は、煙突排出ガスによる環境影響を受けるおそれのある地域とし、対象事業実施区域

の中心から約1.6㎞の範囲とする。なお、範囲の考え方は、「第2章 2-1 環境影響評価を実施しよ

うとする地域及び地域特性を把握する範囲」(p2-1参照)に示したとおりである。 

 
 イ 沿道大気質 

調査地域は、本事業の実施により関係車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集中す

ることとなる搬入路沿道（国道307号沿道）を対象とする｡ 

 

 ② 気象の状況 

調査地域は、一般環境大気質及び沿道大気質に準じるものとする。 

 

 ４）調査地点 

 ① 大気汚染物質の濃度の状況 

 ア 一般環境大気質 

調査地点は、対象事業実施区域内１地点（Ａ１）と、調査地域内において住居の用に供されて

いる場所や生活環境上の配慮を要する場所の代表的な地点として、調査用資機材の安全な設置や

電源の確保ができ、調査の実施に伴い地域の方々の日常生活に著しい支障が生じない場所におい

て、一般環境大気質調査地点４地点（Ａ２～Ａ５）及び窒素酸化物簡易測定調査地点（PTIO法に

よるサンプリング分析）５地点（Ａ６～Ａ10）の、計10地点とする（図 6-1.1参照）。調査地点

の概要を表 6-1.2に示す。 

 

表 6-1.2 調査地点の概要（一般環境大気質・窒素酸化物（サンプリング分析）） 

地点 位置 概要 

Ａ１ 京田辺市田辺ボケ谷地内 
一般環境大気質調査地点 
：対象事業実施区域周辺 

Ａ２ 薪
たきぎ

小学校 

一般環境大気質調査地点 
：住居の用に供されている場所（住
居地等）の近傍 

Ａ３ 田辺公園 

Ａ４ 普
ふ

賢寺
げ ん じ

浄水場 

Ａ５ 宗谷
そ う や

公園 

Ａ６ 薪
たきぎ

斧
おの

窪
くぼ

 

窒素酸化物簡易測定調査地点（PTIO
法によるサンプリング分析） 
：住居の用に供されている場所（住
居地等）の近傍 

Ａ７ 興
こう

戸
ど

酒屋
さ か や

神社公園 

Ａ８ 東部スポーツ公園 

Ａ９ 一休ヶ丘
いっきゅうがおか

第３公園 

Ａ10 普賢寺宇頭
ふ げ ん じ う つ

城
ぎ

 

注. 調査用資機材を設置する土地の制約から、一部の調査地点は調査地域外となる。 
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 イ 沿道大気質 

調査地点は、工事用車両や施設利用車両が通過する搬入路沿道において住居の用に供されてい

る場所や生活環境上の配慮を要する場所の代表的な地点として、調査用資機材の安全な設置や電

源の確保ができ、調査の実施に伴い地域の方々の日常生活に著しい支障が生じない場所において、

沿道大気質調査地点２地点（Ａ11、Ａ12）とする（図 6-1.2参照）。調査地点の概要を表 6-1.3

に示す。 

 

表 6-1.3 調査地点の概要（沿道大気質・窒素酸化物（サンプリング分析）） 

地点 位置 概要 

Ａ11 田辺低区配水池 沿道大気質調査地点 
：搬入路沿道において住居の用に供され
ている場所（住居地等）の近傍 Ａ12 氷室低区配水場 

 

 ② 気象の状況 

調査地点は、調査地域内において地形や構造物等による局地的な気流による影響を受けず、対

象事業実施区域周辺の平均的な気象特性が把握できる場所で、調査用資機材の安全な設置や電源

の確保ができ、調査の実施に伴い地域の方々の日常生活に著しい支障が生じない場所として対象

事業実施区域１地点（Ｍ１）を選定する。また、地形を考慮した大気拡散予測に必要な風の状況

を把握するため、一般環境大気質調査と同様の地点（Ｍ２～Ｍ５）のほか、周辺の山地・丘陵部

１地点（Ｍ８）、谷戸部２地点（Ｍ６、Ｍ７）を選定する。 

このほか、大気質の調査結果を解析する上で重要となる測定時の気象の状況（風向・風速）に

ついて沿道大気質調査と同様の地点（Ｍ９、Ｍ10）を選定する（図 6-1.1及び図 6-1.2参照）。 

調査地点の概要を表 6-1.4に示す。 

 

表 6-1.4 調査地点の概要（気象） 

地点 位置 概要 

Ｍ１ 京田辺市田辺ボケ谷地内 対象事業実施区域周辺 

Ｍ２ 薪小学校 一般環境大気質調査地点 

Ｍ３ 田辺公園 一般環境大気質調査地点 

Ｍ４ 普賢寺浄水場 一般環境大気質調査地点 

Ｍ５ 宗谷公園 一般環境大気質調査地点 

Ｍ６ 薪斧窪 地形を考慮した調査地点 

Ｍ７ 興戸酒屋神社公園 地形を考慮した調査地点 

Ｍ８ 東部スポーツ公園 地形を考慮した調査地点 

Ｍ９ 田辺低区配水池 沿道大気質調査地点 

Ｍ10 氷室低区配水場 沿道大気質調査地点 

注. 調査用資機材を設置する土地の制約から、一部の調査地点は調査地域外となる。 
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 ５）調査期間等 

 ① 大気汚染物質の濃度の状況 

１年間（365日間）の調査期間は、地点（Ａ１）における二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び窒

素酸化物を対象とする。 

年間の代表時期（春季、夏季、秋季、冬季）として各季１週間（７日間）の調査期間は、地点

（Ａ２～Ａ５）における二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び窒素酸化物、地点（Ａ１～Ａ５）にお

けるダイオキシン類、塩化水素及び水銀、地点（Ａ６～Ａ10）における窒素酸化物（PTIO法）、

地点（Ａ11、Ａ12）における浮遊粒子状物質及び窒素酸化物を対象とする。なお、二酸化硫黄、

浮遊粒子状物質及び窒素酸化物は、自動測定機器にて１時間値を測定し、ダイオキシン類は各季

７日間連続吸引による試料採取、塩化水素、水銀及び窒素酸化物（PTIO法）は１検体／日で各季

７日間の試料採取を行う。 

各季１ヵ月間（30日間）の調査期間は、地点（Ａ１）における降下ばいじんを対象とする。 

なお、４季調査の実施にあたっては、対象事業実施区域の近隣にある京田辺市甘南備園焼却施

設及び枚方市東部清掃工場の稼働状況にも配慮し、これらの影響も含めた適切なバックグラウン

ドが把握できるよう調査を実施する。 

 

 ② 気象の状況 

１年間（365日間）の調査期間は、地点（Ｍ１）における地上気象を対象とする。 

年間の代表時期（春季、夏季、秋季、冬季）として各季１ヵ月間（30日間）の調査期間は、そ

の他の一般環境調査地点（Ｍ２～Ｍ５）、及び、地形を考慮した調査地点（Ｍ６～Ｍ８）におけ

る風向・風速の調査を対象とする。 

各季１週間（７日間）の調査期間は、沿道大気質調査地点（Ｍ９、Ｍ10）における風向・風速

の調査を対象とし、大気質調査と同期間に実施する。 

また、同様に各季１週間（７日間）の調査期間として、１日８回（0時、3時、6時、9時、12

時、15時、18時、21時）の観測について、地点（Ｍ１）における高層気象を対象に実施する。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-1.5に示すとおりである。 

 

表 6-1.5 予測の手法（大気質） 

予測項目 予測の基本的な手法 
予測地域・ 

地点 
予測対象時期等 

工
事
中 

造成工事 
粉じん 風向・風速の調査結果に基づき、地上

の土砂による粉じんが飛散する風速の
出現頻度を検討 

対象事業実施区域
周辺 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

建設機械
の稼働 

二酸化窒素
及び浮遊粒
子状物質濃
度の年平均
値 

「窒素酸化物総量規制マニュアル（新
版）」(平成12年、公害研究対策センタ
ー)に示されたプルーム・パフモデルを
基本とした大気拡散モデルによる計算 

対象事業実施区域
周辺（着地濃度が
最大となる地点） 

工事用車
両の運行 

二酸化窒素
及び浮遊粒
子状物質濃
度の年平均
値 

「道路環境影響評価の技術手法（平成
24年度版）」（平成25年３月、国土交通
省国土技術政策総合研究所）に示され
たプルーム・パフモデルを基本とした
大気拡散モデルによる計算 

搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.2参照） 

供
用
時 

施設の稼
働（煙突
排 出 ガ
ス） 

二酸化硫
黄、二酸化
窒素及び浮
遊粒子状物
質濃度の年
平均値及び
１時間値 

［年平均値］ 
「窒素酸化物総量規制マニュアル
（新版）」に示されたプルーム・パフ
モデルを基本とした大気拡散モデル
による計算（参考として、地形影響
を考慮した３次元移流拡散モデルに
よる濃度予測も実施） 

［１時間値］ 
「窒素酸化物総量規制マニュアル
（新版）」及び「ごみ焼却施設環境ア
セスメントマニュアル」（昭和61年、
厚生省生活衛生局監修）に示された
プルーム・パフモデルを基本とした
大気拡散モデルによる計算（一般的
な気象条件時、上層逆転層出現時、
ダウンウォッシュ時、接地逆転層崩
壊時を基本） 

対象事業実施区域
を中心とした調査
地域の範囲 
：最大着地濃度地
点及び周辺の一般
環境大気質の調査
地点４地点 
（図 6-1.1参照） 

事業活動が定常
状態となる時期 

ダイオキシ
ン類及び水
銀濃度の年
平均値 

［年平均値］ 
「窒素酸化物総量規制マニュアル
（新版）」に示されたプルーム・パフ
モデルを基本とした大気拡散モデル
による計算（参考として、地形影響
を考慮した３次元移流拡散モデルに
よる濃度予測も実施） 

塩化水素濃
度の１時間
値 

［１時間値］ 
「窒素酸化物総量規制マニュアル
（新版）」及び「ごみ焼却施設環境ア
セスメントマニュアル」に示された
プルーム・パフモデルを基本とした
大気拡散モデルによる計算（一般的
な気象条件時、上層逆転層出現時、
ダウンウォッシュ時、接地逆転層崩
壊時を基本） 

施設利用
車両の運
行 

二酸化窒素
及び浮遊粒
子状物質濃
度の年平均
値 

「道路環境影響評価の技術手法（平成
24年度版）」に示されたプルーム・パフ
モデルを基本とした大気拡散モデルに
よる計算 

搬入路沿道２地点 
（図 6-1.2参照） 

事業活動が定常
状態となる時期 
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 １）予測の基本的な手法 

 ① 工事中の造成等の工事による一時的な影響 

工事区域内の裸地面から発生する粉じんを対象として、風向・風速の調査結果に基づき、粉じ

んが飛散する風速の出現頻度を検討することにより実施する。 

 

 ② 工事中の建設機械の稼働 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値を対象として、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新

版）」に示されたプルーム・パフモデルを基本とした大気拡散モデルによる計算を行う。建設機

械の稼働による影響に関する予測手順を図 6-1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.3 建設機械の稼働による大気質の予測手順 

事業計画 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格、台数、配置 

・稼働条件等 

大気拡散計算 

年平均値寄与濃度 

（NO2､SPM の付加濃度） 

気象条件 

・風向、風速 

・大気安定度 

気象特性 

・地上気象調査 

予測範囲の設定 

日平均値への変換 

予測時期の設定 

発生源モデル化 

汚染物質排出量 

排出係数 

立地特性 

バックグラウンド濃度 

年平均環境濃度 

（NO2､SPM） 

日平均値の年間 98％値又は 2％除外値 

・二酸化窒素（年間 98％値） 

・浮遊粒子状物質（２％除外値） 

窒素酸化物から 

二酸化窒素へ変換 
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事業計画 

工事用車両交通量 

大気汚染物質の

排出係数 

現地調査 

地上気象調査 

汚染物質排出量 

年平均値寄与濃度 

気象条件 

窒素酸化物は 

二酸化窒素へ変換 

交通量調査 

バックグラウンド濃度 

大気拡散計算 

年平均環境濃度 

一般車両交通量 

道路条件 

排出源位置 

日平均値への変換 

日平均値の年間 98％値

又は 2％除外値 
 

 ③ 工事中の工事用車両の運行 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値を対象として、「道路環境影響評価の技術手法（平

成24年度版）」に示されたプルーム・パフモデルを基本とした大気拡散モデルによる計算を行う。 

工事用車両の運行による影響に関する予測手順を図 6-1.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.4 工事用車両の運行による大気質の予測手順 

 

 ④ 供用時の施設の稼働による煙突排出ガス 

施設の稼働による煙突排出ガスの影響として、排出ガス中に含まれる主な大気汚染物質である

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類、塩化水素及び水銀を対象とする。

予測項目は、基準値や指針値等と比較するため、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質につ

いては、年間の平均的な気象条件での長期平均濃度（年平均値）及び短時間高濃度発生条件での

短期高濃度（１時間値）とし、ダイオキシン類、水銀については長期平均濃度（年平均値）、塩

化水素については短期高濃度（１時間値）とする。 

年平均値については、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」に示されたプルーム・パフモ

デルを基本とした大気拡散モデルとする。なお、参考として、地形による影響を考慮した３次元

移流拡散モデルによる濃度予測も併せて行う。 

１時間値については、表 6-1.6に示す気象条件を対象として、「窒素酸化物総量規制マニュア

ル（新版）」及び「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」に示されたプルーム・パフモデ

ルを基本とした大気拡散モデルによる計算を行う。 

施設の稼働による煙突排出ガスの影響に関する予測手順を図 6-1.5に示す。 
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表 6-1.6 １時間値予測の気象条件の設定方法 

気象条件 設定方法 

一般的な気象条件時 
風速と大気安定度の組合せのうち、比較的高濃度が生じやすい気
象条件を設定する。 

上層逆転層出現時 
下層逆転がなく、上層に逆転層が存在し、逆転層が「ふた」の役
割をして排出ガスを閉じ込める状態になる場合の気象条件を高
層気象観測結果も踏まえ設定する。 

ダウンウォッシュ時 

比較的風が強いとき、煙突背後に生ずる渦が排出ガスを巻き込む
場合の条件を設定する。 
また、建屋高さと煙突高さの関係から、建物ダウンウォッシュが
懸念される場合には、建物によるダウンウォッシュについても予
測を行う。 

接地逆転層崩壊時 

夜間の地面からの放射冷却によって接地逆転層が形成された場
合、日の出から日中にかけて崩壊していく過程で、逆転層内に排
出された排出ガスが地表面近くの不安定層内にとりこまれ、急激
な混合（フュミゲ－ション）が生じて高濃度が生じる可能性があ
る。このような逆転層の崩壊に伴う気象条件を設定する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.5 施設の稼働による大気質の予測手順 

 

気象条件 

・風向、風速 

・大気安定度 等 

 

気象特性 

・地上気象調査 

・高層気象調査 

 

大気拡散計算 

事業計画 

発生源の条件 

・排出ガスの諸元 

・稼動条件等 

 

年平均値寄与濃度 

（SO2､NO2､SPM､DXN､Hg､HCl の付加濃度） 

予測範囲の設定 

１時間値環境濃度 

（SO2、NO2、SPM、HCl） 

日平均値への変換 

汚染物質排出量 
立地特性 

バックグラウンド濃度 

(年平均値又は１時間値) 

年平均環境濃度 

（SO2、NO2、SPM、DXN、Hg） 

日平均値の年間 98％値又は 2％除外値 

・二酸化窒素（年間 98％値） 

・二酸化硫黄、浮遊粒子状物質（2％除外値） 
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事業計画 

施設利用車両交通量 

大気汚染物質の排出係数 

現地調査 

地上気象調査 

汚染物質排出量 

年平均値寄与濃度 

気象条件 

窒素酸化物は 

二酸化窒素へ変換 

交通量調査 

バックグラウンド濃度 

大気拡散計算 

年平均環境濃度 

一般車両交通量 

道路条件 

排出源位置 

日平均値への変換 

日平均値の年間 98％値

又は 2％除外値 
 

 ⑤ 供用時の施設利用車両の運行 

予測は、工事用車両の運行と同様に、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値を対象として、

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」に示されたプルーム・パフモデルを基本とし

た大気拡散モデルによる計算を行う。 

施設利用車両の運行による影響に関する予測手順を図 6-1.6に示す。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.6 施設利用車両の運行による大気質の予測手順 
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 ２）予測地域 

 ① 工事中の造成等の工事による一時的な影響 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ② 工事中の建設機械の稼働 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ③ 工事中の工事用車両の運行 

予測地域は、本事業の実施により工事用車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集中

することとなる搬入路沿道とする｡ 

 

 ④ 供用時の施設の稼働による煙突排出ガス 

予測地域は、対象事業実施区域を中心に調査地域を含む範囲とする。 

 

 ⑤ 供用時の施設利用車両の運行 

予測地域は、本事業の実施により施設利用車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集

中することとなる搬入路沿道とする｡ 

 

 ３）予測地点 

 ① 工事中の造成等の工事による一時的な影響 

予測地点は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ② 工事中の建設機械の稼働 

予測地点は、対象事業実施区域周辺において着地濃度が最大となる地点とする。 

 

 ③ 工事中の工事用車両の運行 

予測地点は、沿道大気質調査地点と同様のＡ11及びＡ12とする。 

 

 ④ 供用時の施設の稼働 

予測地点は、最大着地濃度地点及び一般環境大気質の調査地点（Ａ２～Ａ５）を対象とする。 

 

 ⑤ 供用時の施設利用車両の運行 

予測地点は、沿道大気質調査地点と同様のＡ11及びＡ12とする。 
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 ４）予測対象時期等 

 ① 工事中の造成等の工事による一時的な影響 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期（工事区域内での裸地面の出現

が最大となる工事時期）とする。 

 

 ② 工事中の建設機械の稼働 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期（建設機械の稼働が最大となる

工事時期（年間））とする。 

 

 ③ 工事中の工事用車両の運行 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期（工事用車両の運行が最大とな

る時期（年間））とする。 

 

 ④ 供用時の施設の稼働 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

 ⑤ 供用時の施設利用車両の運行 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 



6-16 

 

6-1-2 騒音 

本事業の実施によって、工事中には建設機械の稼働に伴う建設作業騒音及び工事用車両の運行に

伴う道路交通騒音、供用時には施設の稼働に伴う工場・事業場騒音及び施設利用車両の運行に伴う

道路交通騒音が発生することから、その影響を検討するため、騒音に関する調査、予測及び評価を

実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-1.7に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-1.7に示すとおりであ

る。 

 

表 6-1.7 調査の手法（騒音） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資料調査 
（騒音の状況） 

｢京都府環境白書｣（京都府）､｢環境騒音
モニタリング調査結果報告書」（大阪府環
境農林水産部）、「環境データ集」（枚方市）
等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺及び周辺道路 

最新年度 

現
地
調
査 

騒
音
の
状
況 

環境騒音 
（等価騒音レベ
ル及び時間率騒
音レベル） 

現地実測（騒音計で測定） 対象事業実施区域 
１地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（平日・休
日） 
各24時間 

 「騒音に係る環境基準について」（平
成10年環境庁告示第64号）に規定する
日本工業規格 Z8731「環境騒音の表
示・測定方法」による測定 道路交通騒音 

（等価騒音レベ
ル及び時間率騒
音レベル） 

搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（平日・休
日） 
各24時間 

道
路
の
沿
道
等
の
状
況 

交通量 現地実測 搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（道路交通
騒音と同時、平
日・休日） 
各24時間 

 車種別＊にカウンターで計測 
＊大型乗用、大型貨物、小型乗用、
小型貨物､ごみ収集車 

走行速度 一定区間の通過時間を上下10台程度
について計測 

道路構造、道路
の位置、路面状
況 

現地踏査 
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図 6-1.7 騒音・超低周波音・振動の調査地点 

N2 

N3 

N1 

凡 例 

環境騒音・振動、超低周波音調査地点：N1 

道路交通騒音・振動、地盤卓越振動数、交通量、走行速度調査地点：N2、N3 

対象事業実施区域 

関係車両の搬入路（国道 307 号） 
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 １）調査すべき情報 

 ① 騒音の状況 

調査対象は、対象事業実施区域における環境騒音、工事用車両や施設利用車両が通過する搬入

路沿道での道路交通騒音とする。 

 

 ② 道路の沿道等の状況 

調査対象は、時間帯別交通量、走行速度、道路構造、道路の位置及び路面状況とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

 ① 騒音の状況 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査においては、「騒音に係る環境基準について」に規定する日本工業規格 Z8731「環境

騒音の表示・測定方法」により行う。 

 

 ② 道路の沿道等の状況 

交通量はカウンターを用いた計測を行う。走行速度は上下方向別に時間帯ごとに10台程度につ

いて計測を行う。また、道路構造、道路の位置及び路面状況は現地踏査により把握する。 

 

 ３）調査地域 

環境騒音の調査地域は対象事業実施区域とし、道路交通騒音の調査地域は、本事業の実施によ

り関係車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集中することとなる搬入路沿道（国道307

号沿道）を対象とする｡ 

 

 ４）調査地点 

環境騒音の調査地点は、代表的な状況を把握することができる対象事業実施区域内の１地点

（Ｎ１）とする（図 6-1.7参照）。 

道路交通騒音及び道路の沿道等の状況の調査地点は、工事用車両や施設利用車両が通過する搬

入路沿道において住居の用に供されている場所の代表的な地点として、２地点（Ｎ２、Ｎ３）と

する（図 6-1.7参照）。なお、Ｎ２については既存資料調査において「道路に面する地域」の環

境基準を達成していない区間であることから、これを考慮して調査地点を設定している。 

調査地点の概要を表 6-1.8に示す。 

 

表 6-1.8 調査地点の概要（騒音・振動） 

地点 位置 概要 

Ｎ１ 京田辺市田辺ボケ谷地内 
環境騒音・振動調査地点 
：対象事業実施区域内 

Ｎ２ 田辺低区配水池 
道路交通騒音・振動調査地点 
：搬入路沿道において住居の用に供され
ている場所（住居地等）の近傍 

Ｎ３ 氷室低区配水場 
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 ５）調査期間等 

調査時期は、年間の平均的な状況を把握することができ、天候が安定している秋季とする。 

調査日は、環境騒音、道路交通騒音とも平日及び休日の計２日間（各24時間）とし、道路交通

騒音の測定時には、同時に交通量、走行速度等についても測定を行う。 

 

（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-1.9に示すとおりである。 

 

表 6-1.9 予測の手法（騒音） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工
事
中 

建設機械
の稼働 

建設作業騒
音（騒音レベ
ル90％レン
ジ上端値） 

「建設作業騒音の予測モデル ASJ 
CN-Model 2007」（平成20年 日本音響学
会誌64巻4号）に基づく数値計算 

対象事業実施区域
周辺（騒音レベル
が最大となる地
点） 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

工事用車
両の運行 

道路交通騒
音（等価騒音
レベル） 

「道路交通騒音予測モデル ASJ 
RTN-Model 2013」（平成26年、日本音響
学会誌70巻4号）に基づく数値計算 

搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

供
用
時 

施設の稼
働 

工場・事業場
騒音（騒音レ
ベル90％レ
ンジ上端値） 

「環境アセスメントの技術」（平成11
年、（社）環境情報科学センター）に示
された建物内での騒音伝搬式、屋外で
の騒音伝搬式による数値計算 

対象事業実施区域
周辺（騒音レベル
が最大となる地
点） 

事業活動が定常
状態となる時期 

施設利用
車両の運
行 

道路交通騒
音（等価騒音
レベル） 

「道路交通騒音予測モデル ASJ 
RTN-Model 2013」に基づく数値計算 

搬入路沿道： 
２地点 
（（図 6-1.7参照） 

 

 

 １）予測の基本的な手法 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測は、「建設作業騒音の予測モデル ASJ CN-Model 2007」の機械別予測法に基づき、複数の

工事機械が稼働する条件における騒音レベルを算出する。建設機械の稼働による影響に関する予

測手順を図 6-1.8に示す。 
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図 6-1.8 建設機械の稼働による騒音レベルの予測手順 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測は、「道路交通騒音予測モデル ASJ RTN-Model 2013」に基づき行う。 

工事用車両の運行による影響に関する予測手順を図 6-1.9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.9 工事用車両の運行による騒音レベルの予測手順 

 

現況騒音レベル 

（現地調査結果） 

④  

工事用車両の走行に 

よる騒音レベル 

（予測騒音レベル） 

③＋④  

一般車両交通の条件 

一般車両交通による 

騒音レベル計算結果 

①  

工事用車両による 

騒音レベルの増加量 

③（②－①） 

将来交通の交通条件 

（一般車両交通＋工事用車両） 

将来交通による 

騒音レベル計算結果 

②  

事業計画 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

点音源の伝搬理論に基づく予測式 

各音源別の騒音レベルの合成 

予測地域の設定 

建設作業騒音レベル 

予測時期の設定 

建設機械の 

パワーレベル 

立地特性 
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 ③ 供用時の施設の稼働 

予測は、「環境アセスメントの技術」に基づき、建物内での騒音伝搬式、屋外での騒音伝搬式

により、予測地点における騒音レベルを算出することにより行う。 

施設の稼働による影響に関する予測手順を図 6-1.10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.10 施設の稼働による騒音レベルの予測手順 

 

 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測は、②工事中の工事用車両の運行と同様に、「道路交通騒音予測モデル ASJ RTN-Model 

2013」に基づき行う。 

 

 ２）予測地域 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測地域は、本事業の実施により工事用車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集中

することとなる搬入路沿道とする｡ 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測地域は、本事業の実施により施設利用車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集

事業計画 

設備機器の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

伝搬理論による予測式 

各音源別の騒音レベルの合成 

予測地域の設定 

施設の騒音レベル 

予測時期の設定 

設備機器の 

パワーレベル 

立地特性 
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中することとなる搬入路沿道とする｡ 

 

 ３）予測地点 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界で騒音レベルが最大となる地点とする。 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測地点は、道路交通騒音調査地点と同様のＮ２及びＮ３とする。 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

予測地点は、対象事業実施区域のうち、敷地境界で騒音レベルが最大となる地点とする。 

 

 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測地点は、道路交通騒音調査地点と同様のＮ２及びＮ３とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期とする。 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期（工事用車両の運行が最大とな

る時期）とする。 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-1-3 超低周波音 

本事業の実施によって、供用時に施設の稼働に伴う低周波音が発生することから、その影響を検

討するため、低周波音（100Hz以下の音）に関する調査、予測及び評価を実施する。なお、低周波

音には標題の超低周波音（20Hz以下の音）を含むものとし、併せて整理することとした。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-1.10に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-1.7に示すとおりで

ある。 

 

表 6-1.10 調査の手法（低周波音） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

現
地
調
査 

低
周
波
音
の
状
況 

低周波音 
（Ｇ特性音圧レ
ベル及び1/3オ
クターブバンド
音圧レベル、周
波数範囲１～
100Hz） 

現地実測（低周波音圧レベル計で測定） 対象事業実施区域 
１地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（平日・
休日） 
各24時間 

 「低周波音の測定方法に関するマニ
ュアル」（平成12年10月、環境庁）に
規定する方法 

 

 １）調査すべき情報 

調査対象は、対象事業実施区域における低周波音とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析とする。 

現地調査においては、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」により行う。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域を対象とする｡ 

 

 ４）調査地点 

 ① 低周波音の状況 

調査地点は、代表的な低周波音を把握することができる対象事業実施区域内の１地点（Ｎ１）

とする（図 6-1.7参照）。調査地点の概要を表 6-1.11に示す。 

 

表 6-1.11 調査地点の概要（低周波音） 

地点 位置 概要 

Ｎ１ 京田辺市田辺ボケ谷地内 対象事業実施区域内 

 

 ５）調査期間等 

調査時期は、年間の平均的な状況を把握することができ、天候が安定している秋季とする。 

調査日は、平日及び休日の計２日間（各24時間）とする｡ 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-1.12に示すとおりである。 

 

表 6-1.12 予測の手法（低周波音） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

供
用
時 

施設の稼
働 

低周波音
（Ｇ特性音
圧レベル、
1/3オクタ
ーブバンド
音圧レベ
ル） 

類似事例の参照及び事業計画に基づく
低周波音防止対策の内容を明らかにす
ることによる予測 

対象事業実施区域
敷地境界 

事業活動が定常
状態となる時期 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測は、施設に配置される発生源となる設備の種類、規格、位置等を明らかにし、類似事例の

参照及び事業計画に基づく低周波音防止対策の内容を明らかにすることにより行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ３）予測地点 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-1-4 振動 

本事業の実施によって、工事中には建設機械の稼働に伴う建設作業振動及び工事用車両の運行に

伴う道路交通振動、供用時には施設の稼働に伴う工場・事業場振動及び施設利用車両の運行に伴う

道路交通振動が発生することから、その影響を検討するため、振動に関する調査、予測及び評価を

実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-1.13に示すとおりであり、現地調査は騒音と同時に実施する。また、調

査地点は騒音と同地点とする（図 6-1.7参照）。 

交通量、走行速度等の現地調査については、道路交通騒音の調査と兼ねて行う。 

 

表 6-1.13 調査の手法（振動） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資料調査 
（振動の状況） 

｢京都府環境白書｣（京都府）､｢環境騒音
モニタリング調査結果報告書」（大阪府環
境農林水産部）等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺及び周辺道路 

最新年度 

現
地
調
査 

振
動
の
状
況 

環境振動※ 
（振動レベル） 

現地実測（振動計で測定） 対象事業実施区域 
１地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（平日・休
日） 
各24時間 

 「振動規制法」（昭和51年法律第64号）
に規定する方法、日本工業規格 Z8735
「振動レベルの測定方法」による測定 

道路交通振動 
（振動レベル） 

搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（平日・休
日） 
各24時間 

地
盤
の
状
況 

地盤卓越振動数 現地実測 搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

１回 

 振動レベル計をデータレコーダに接続
し、周波数を1/3オクターブバンド分析
器を用いて分析(大型車10台程度測定) 
 

道
路
の
沿
道
等
の
状
況 

交通量 現地実測 搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

２回（道路交通
振動と同時、平
日・休日） 
各24時間 

 車種別＊にカウンターで計測 
＊大型乗用、大型貨物、小型乗用、
小型貨物､ごみ収集車 

走行速度 一定区間の通過時間を上下10台程度に
ついて計測 

道路構造、道路
の位置、路面状
況 

現地踏査 

※ 環境振動とは、特定の発生源のないバックグラウンドの振動を示します。 
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 １）調査すべき情報 

 ① 振動の状況 

調査対象は、対象事業実施区域における環境振動、工事用車両や施設利用車両が通過する搬入

路沿道での道路交通振動とする。 

 

 ② 地盤の状況 

調査対象は、地盤卓越振動数とする。 

 

 ③ 道路の沿道等の状況 

調査対象は、時間帯別交通量、走行速度、道路構造、道路の位置及び路面状況とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

 ① 振動の状況 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査においては、「振動規制法」（昭和51年法律第64号）に規定する日本工業規格 Z8735

「振動レベルの測定方法」により行う。 

 

 ② 地盤の状況 

地盤卓越振動数は、振動レベル計をデータレコーダに接続し、周波数を1/3オクターブバンド

分析器を用いて分析を行う。大型車10台程度について計測を行う。 

 

 ③ 道路の沿道等の状況 

交通量はカウンターを用いた計測を行う。走行速度は上下方向別に時間帯ごとに10台程度につ

いて計測を行う。また、道路構造、道路の位置及び路面状況は現地踏査により把握する。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び本事業の実施により関係車両が通過する主要な道路で、多

くの関係車両が集中することとなる搬入路沿道を対象とする｡ 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、騒音と同地点とする（図 6-1.7及び表 6-1.8参照）。 

 

 ５）調査期間等 

調査時期及び調査日は、騒音と同様とする。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-1.14に示すとおりである。 

 

表 6-1.14 予測の手法（振動） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工
事
中 

建設機械
の稼働 

建設作業振
動（振動レベ
ル80％レン
ジ上端値） 

振動の伝搬計算式による数値計算 対象事業実施区域
敷地境界 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

工事用車
両の運行 

道路交通振
動（振動レベ
ル80％レン
ジ上端値） 

「道路環境影響評価の技術手法（平成
24年度版）」に示された振動の伝搬計算
式による数値計算 

搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

供
用
時 

施設の稼
働 

工場・事業場
振動（振動レ
ベル80％レ
ンジ上端値） 

振動の伝搬計算式による数値計算 対象事業実施区域
敷地境界 

事業活動が定常
状態となる時期 

施設利用
車両の運
行 

道路交通振
動（振動レベ
ル80％レン
ジ上端値） 

「道路環境影響評価の技術手法（平成
24年度版）」に示された振動の伝搬計算
式による数値計算 

搬入路沿道： 
２地点 
（図 6-1.7参照） 

 

 １）予測の基本的な手法 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動レベルの予測は、振動の伝搬理論に基づく予測式により行

う。 

工事中の建設機械の稼働による影響に関する予測手順を図 6-1.11に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.11 建設機械の稼働による振動レベルの予測手順 

事業計画 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

振動の伝搬理論に基づく予測式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測地域の設定 

建設作業振動レベル 

予測時期の設定 

建設機械の 

振動レベル 

立地特性 



6-28 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測は、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」の手法に基づき行う。 

工事用車両の運行による影響に関する予測手順を図 6-1.12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.12 工事用車両の運行による振動レベルの予測手順 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

施設の稼働に伴う振動の予測は、振動の伝搬理論基づく予測式により行う。 

施設の稼働による影響に関する予測手順を図 6-1.13に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.13 施設の稼働による振動レベルの予測手順 

 

事業計画 

設備機器の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

振動の伝搬理論に基づく予測式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測地域の設定 

施設の振動レベル 

予測時期の設定 

設備機器の 
振動レベル 

立地特性 

現況振動レベル 

（現地調査結果） 

④  

工事用車両の走行に 

よる振動レベル 

（予測振動レベル） 

③＋④  

一般車両交通の交通条件 

一般車両交通による 

振動レベル計算結果 

①  

工事用車両による 

振動レベルの増加量 

③（②－①） 

将来交通の交通条件 

（一般車両交通＋工事用車両） 

将来交通による 

振動レベル計算結果 

②  
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 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測は、②工事中の工事用車両の運行と同様に、「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度

版）」の手法に基づき行う。 

 

 ２）予測地域 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測地域は、本事業の実施により工事用車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集中

することとなる搬入路沿道とする｡ 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測地域は、本事業の実施により施設利用車両が通過する主要な道路で、多くの関係車両が集

中することとなる搬入路沿道とする｡ 

 

 ３）予測地点 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界で振動レベルが最大となる地点とする。 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測地点は、道路交通騒音調査地点と同様のＮ２及びＮ３とする。 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界で振動レベルが最大となる地点とする。 

 

 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測地点は、道路交通騒音調査地点と同様のＮ２及びＮ３とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

 ① 工事中の建設機械の稼働 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期とする。 

 

 ② 工事中の工事用車両の運行 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期（工事用車両の運行が最大とな

る時期）とする。 

 

 ③ 供用時の施設の稼働 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 
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 ④ 供用時の施設利用車両の運行 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-1-5 悪臭 

本事業の実施によって、供用時には施設の稼働に伴う煙突排出ガス中に悪臭原因物が含まれるこ

と、施設からの悪臭原因物の漏洩による環境の変化が生じる可能性があることから、その影響を検

討するため、悪臭に関する調査、予測及び評価を実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-1.15に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-1.14に示すとおりで

ある。 

 

表 6-1.15 調査の手法（悪臭） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資料調査 
（悪臭の状況） 

｢京都府環境白書｣（京都府）､｢ひらかた
の環境」（枚方市）等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺 

最新年度 

現
地
調
査 

悪
臭
の
状
況 

特定悪臭物質
濃度（22物質）
＊ 

サンプリング分析 対象事業実施区
域：１地点 
（図 6-1.14参照） 

２回（夏季、冬季） 

 「特定悪臭物質の測定の方法」（昭和47
年環境庁告示第9号） 

臭気指数 「臭気指数及び臭気排出強度の算定の 
方法」（平成７年環境庁告示第63号） 

対象事業実施区域
及び周辺：５地点
（図 6-1.14参照） 

気
象
の

状
況 

気温、湿度 
風向、風速 
天候 

現地実測 
（簡易風向風速計、温湿度計による測定） 

＊：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒ
ド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、
イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレ
ン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸 
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図 6-1.14 悪臭の調査地点 

S2 

S3 

S5 

S4 

S1 

凡 例 

特定悪臭物質濃度調査地点：S1 
臭気指数調査地点：S1～S5 

対象事業実施区域 
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 １）調査すべき情報 

 ① 悪臭の状況 

調査対象は、施設からの悪臭原因物の漏洩の予測に当たって、対象事業実施区域の悪臭の状況

を把握するため、「悪臭防止法」に定める特定悪臭物質の濃度及び人間の嗅覚による指標であり

複合臭等にも対応できる臭気指数を対象とする。また、煙突排出ガス中に含まれる悪臭原因物の

予測に当たって、対象事業実施区域周辺の悪臭の状況を把握するため、臭気指数を対象とする。 

 

 ② 気象の状況 

調査結果を解析する上で重要となる測定時の気象の状況（風向、風速、気温、湿度、天候）に

ついても対象とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査においては、「特定悪臭物質の測定の方法」及び「臭気指数及び臭気排出強度の算定

の方法」に定める方法により行う。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、大気質と同様に、対象事業実施区域の中心から約1.6kmの範囲とする｡ 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、対象事業実施区域の悪臭の状況を把握する場所として対象事業実施区域内１地点

（Ｓ１）、調査地域内において住居の用に供されている場所や生活環境上の配慮を要する場所の

代表的な地点として、一般環境大気質調査地点と同様の４地点（Ｓ２～Ｓ５）の、計５地点とす

る（図 6-1.14参照）。調査地点の概要を表 6-1.16に示す。 

 

表 6-1.16 調査地点の概要（悪臭） 

地点 位置 概要 

Ｓ１ 京田辺市田辺ボケ谷地内 対象事業実施区域内 

Ｓ２ 薪小学校 生活環境上の配慮を要する施設 

Ｓ３ 田辺公園 住居の用に供されている場所（住居地
等）の近傍 Ｓ４ 普賢寺浄水場 

Ｓ５ 宗谷公園 

注. 大気質の調査地点と整合させるため、一部の調査地点は調査地域外となる。 

 

 ５）調査期間等 

現地調査時期は、一般に廃棄物の腐敗等により悪臭が発生しやすいとされる季節（夏季）と比

較的少なくなる季節（冬季）とし、雨、強風等の日を避けて調査日を設定する。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-1.17に示すとおりである。 

 

表 6-1.17 予測の手法（悪臭） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

供
用
時 

煙突排出
ガス 

臭気指数 「窒素酸化物総量規制マニュアル
（新版）」及び「ごみ焼却施設環境
アセスメントマニュアル」に示され
たプルーム・パフモデルを基本とし
た大気拡散モデルによる計算（一般
的な気象条件時、上層逆転層出現
時、ダウンウォッシュ時、接地逆転
層崩壊時を基本） 

対象事業実施
区域周辺：最大
着地濃度地点 

事業活動が定常
状態となる時期 

施設から
の悪臭原
因物の漏
洩 

・悪臭防止法で
規制敷地境
界線規制（１
号）として定
められてい
る悪臭物質
（22物質）濃
度 

・臭気指数 

類似事例の参照及び事業計画に基
づく悪臭防止対策の検討に基づく
定性的な予測 

対象事業実施
区域敷地境界 

 

 １）予測の基本的な手法 

 ① 煙突排出ガス 

予測項目は、臭気指数を対象とする。 

悪臭の予測は、供用時の大気質（煙突排出ガス）の予測と同様に、排出ガス諸元、煙突高さ等

に基づき予測条件を設定し、煙突排出ガスの悪臭の予測に用いる拡散モデルは、１時間値の予測

に用いた拡散モデルと同様とし、煙突排出ガスによる悪臭予測の気象条件は、１時間値予測時の

気象条件のうち、設定気象条件毎の最大濃度出現時の気象条件とする。 

なお、大気拡散式で得られる悪臭物質濃度は、拡散パラメータ（水平方向拡散幅σy）による

評価時間（３分）に対する値であるが、悪臭に対する人間の臭気知覚時間は数十秒程度であり、

大気拡散式による悪臭の評価について補正する必要があるため、水平方向拡散幅（σy）の平均

化時間を３分間から30秒間へ修正して用いることとする。 

煙突排出ガスによる影響に関する予測手順を図 6-1.15に示す。 
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図 6-1.15 煙突排出ガスによる悪臭の予測手順 

 

 ② 施設からの悪臭原因物の漏洩 

予測項目は、「悪臭防止法」で敷地境界線規制（１号規制）として定められている悪臭物質（22

物質）濃度並びに臭気指数を対象とする。 

施設からの悪臭原因物の漏洩による影響は、類似事例の参照及び事業計画に基づく悪臭防止対

策の検討に基づき、定性的な予測を実施する。 

 

 ２）予測地域 

 ① 煙突排出ガス 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ② 施設からの悪臭原因物の漏洩 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ３）予測地点 

 ① 煙突排出ガス 

予測地点は、最大着地濃度地点とする。 

 

 ② 施設からの悪臭原因物の漏洩 

予測地点は、対象事業実施区域の敷地境界とする。 

 

事業計画 

設備計画 

煙突排出ガス 

の排出条件 

煙突からの 

悪臭排出条件 

気象観測 

大気汚染の 

短期高濃度予測の 

気象条件 

予測気象条件 

大気拡散計算 

悪臭濃度 

悪臭の評価時間の補正 



6-36 

 

 ４）予測対象時期等 

 ① 煙突排出ガス 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

 ② 施設からの悪臭原因物の漏洩 

予測対象時期は、事業活動が定常状態となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-2 水環境 

6-2-1 水質 

本事業の実施による造成等の工事に伴い、一時的に出現する裸地面からの濁水が発生することか

ら、その影響を検討するため、水質（水の濁り）に関する調査、予測及び評価を実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-2.1に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-2.1に示すとおりであ

る。 

 

表 6-2.1 調査の手法（水質） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資 
料調査 

水質汚濁物質
の濃度等の状
況 
降水量 

｢京都府環境白書｣（京都府）､｢ひらかた
の環境」（枚方市）、「気象庁ホームページ 
気象統計情報」等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺 

最新年度 

現
地
調
査 

水
質
汚
濁
物
質
の 

濃
度
等
の
状
況 

降雨時の濁水
（SS） 

サンプリング分析 
 

対象事業実施区域
周辺：雨水排水地
点１地点 
（図 6-2.1参照） 

降雨時２回 

天候、水温、
色、透視度、
濁度 

 「水質汚濁に係る環境基準について」
（昭和46年環境庁告示第59号）に定め
る方法（付表９浮遊物質量(SS)の測定
方法）等 

水
象
の

状
況 

流量 現地実測（サンプリング測定） 
（日本工業規格 K0094「工場用水・工場
排水の試料採取方法」の8.流量の測定に
規定する方法） 

土
質
の

状
況 

土壌の沈降特
性 

サンプリング分析 対象事業実施区域 １回 

 日本工業規格 M 0201「選炭排水試験方
法」の12.土壌沈降試験に基づく測定 
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図 6-2.1 水質の調査地点 

凡 例 

対象事業実施区域 

水質調査地点（SS、濁度、透視度、流量）：W1 

土壌沈降試験調査地点：G1 

水路（開渠） 

水路（暗渠） 

河川 

調整池 

W1 

G1 
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 １）調査すべき情報 

調査対象は、工事中に造成等の工事に伴い一時的に出現する裸地面より濁水が発生することか

ら、降雨時の濁水（浮遊粒子状物質（SS））を対象とする。その他、調査結果の解析及び濁水の

発生状況の検討に用いる流量、土壌の沈降特性についても対象とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査においては、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）に定

める方法等に準じて行う。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とする｡ 

 

 ４）調査地点 

本事業では、工事中に仮設の沈砂池等を設置し土砂の流出を防止する計画であり、調査地点は

この排水を放流する地点（Ｗ１）とする。また、造成等の工事に伴い裸地面が出現する対象事業

実施区域内（Ｇ１）を、土壌の沈降試験に供する試料採取場所とする。 

 

 ５）調査期間等 

現地調査時期は、やや強い雨（降雨量10mm/時程度）が予想される日とし、２回実施する。対

象事業実施区域内の表土の沈降特性については季節変動等はないため、年１回とする。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-2.2に示すとおりである。 

 

表 6-2.2 予測の手法（水質） 

予測項目 予測の基本的な手法 
予測地域・ 

地点 
予測対象時期等 

工
事
中 

雨水の排
水 

降雨時の濁水
（浮遊物質量
（SS）） 

沈降理論式による予測 対象事業実施区域
周辺：雨水排水地
点１地点 
（図 6-2.1参照） 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測項目は、降雨時の濁水（浮遊物質量（SS））を対象とする。 

工事中の雨水排水に伴う濁水は、裸地面積、降水量等をもとに濁水発生量を算出した上で、仮

設の沈砂池等による土粒子の沈降効果について、沈降理論式を用いて濁水の滞留時間を算出し、

対象事業実施区域内の表土を用いた沈降試験結果を参考に予測する。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域周辺とする。 

 

 ３）予測地点 

予測地点は、雨水排水地点とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期として、工事期間中において出

現する裸地の面積が最大となる時とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-3 地質・土壌環境 

6-3-1 重要な地形・地質及び自然現象 

本事業の実施に伴い地形の改変を行うことから、造成等の工事による一時的な影響を検討するた

め、重要な地形・地質及び自然現象に関する調査、予測及び評価を実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-3.1に示すとおりである。 

 

表 6-3.1 調査の手法（重要な地形・地質及び自然現象） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

地形及び地質の
概況 

｢土地分類基本調査（地形分類図）｣､｢京
都府レッドデータブック2015」（京都府）、
「大阪府レッドリスト2014」（大阪府）、
航空写真、ボーリング柱状図等を対象に
収集整理 

対象事業実施区
域及びその周辺 

既存資料の対
象時期 

重要な地形・地
質及び自然現象
の分布、状態及
び特性 

 

 

 １）調査すべき情報 

調査対象は、地形及び地質の概況並びに重要な地形・地質及び自然現象の分布、状態及び特性

を対象とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析と

する。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とする｡ 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、造成等に伴い地形の改変が生じる対象事業実施区域とする。 

 

 ５）調査期間等 

調査期間は、入手可能な最新の既存資料の対象時期とする。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-3.2に示すとおりである。 

 

表 6-3.2 予測の手法（重要な地形・地質及び自然現象） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工
事
中 

造成等の
工事によ
る一時的
な影響 

重要な地形・地
質及び自然現
象 

重要な地形・地質及び自然現象の分
布又は成立の基礎となる環境の改
変の程度 

対象事業実施区域 地形改変後の土
地及び新たな工
作物の完成後 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測項目は、重要な地形・地質及び自然現象を対象とする。 

事業計画の内容を踏まえ、重要な地形・地質及び自然現象の分布又は成立の基礎となる環境の

改変の程度について予測を行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域とする。 

 

 ３）予測地点 

予測地点は、造成等に伴い地形の改変が生じる、対象事業実施区域とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

予測対象時期は、造成等の工事による一時的な影響が最大となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているかを評価する。 
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6-3-2 土壌汚染 

本事業の実施によって、造成等の工事に伴い、対象事業実施区域内に土壌汚染があった場合には

周辺への影響が生じる可能性があることから、その影響を検討するため、土壌汚染に関する調査、

予測及び評価を実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-3.3に示すとおりである。 

 

表 6-3.3 調査の手法（土壌汚染） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

地歴の状況 過去の航空写真、土地登記簿等を対象に
収集整理 

対象事業実施区
域及びその周辺 

地歴を把握す
るために必要
な情報を適切
かつ効果的に
把握すること
ができる期間 

 

 

 １）調査すべき情報 

調査対象は、土壌汚染の可能性の有無について検討するため、地歴の状況を対象とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析と

する。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺とする｡ 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、造成等の工事を行う対象事業実施区域とする。 

 

 ５）調査期間等 

調査期間は、既存資料が入手可能で、地歴を把握するために必要な情報を適切かつ効果的に把

握することができる期間とする。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-3.4に示すとおりである。 

 

表 6-3.4 予測の手法（土壌汚染） 

予測項目 予測の基本的な手法 
予測地域・ 

地点 
予測対象時期等 

工
事
中 

造成工事
等 

土壌汚染 土壌の移動による影響について、事
業計画の内容を分析し、土壌の改変
やそれに伴う影響の程度等の把握 

対象事業実施
区域及びその
周辺  

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測項目は、土壌汚染を対象とする。 

工事中の造成工事等に伴う土壌の移動による影響について、事業計画の内容を分析し、土壌の

改変やそれに伴う影響の程度等を把握することにより予測する。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とする。 

 

 ３）予測地点 

予測地点は、対象事業実施区域及びその周辺とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事の実施による環境影響が最大となる時期（土砂の移動等により影響が生

じる時期）とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているかを評価する。 
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6-4 動物 

本事業の実施によって、造成等の工事及び地形改変後の土地及び工作物の存在により対象事業実

施区域及びその周辺の動物の生息場所への直接的な改変及び間接的な影響の可能性があること、ま

た工事中の建設機械の稼働及び供用時の施設の稼働に伴う騒音等による動物への影響の可能性が

あることから、その影響を検討するため、動物に関する調査、予測及び評価を実施する｡ 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-4.1に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-4.1及び図 6-4.2に示

すとおりである。なお、必要に応じて専門家等からの助言も踏まえるものとする。 

 

表 6-4.1 調査の手法（動物） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

動物相及びその
分布の状況、 
重要な種及び注
目すべき生息地
の分布、生息の
状況及び生息環
境の状況 

｢自然環境保全基礎調査｣（環境省）､｢京
都府レッドデータブック2015」（京都府）、
「大阪府レッドリスト2014」（大阪府）、
「枚方ふるさといきもの調査報告書」（枚
方市）、「枚方市ごみ処理施設（仮称）第
２清掃工場建設計画に係る環境影響評価
書」（枚方市）、「東部スポーツ公園整備事
業に係る環境影響評価書（枚方市）、「大
阪府鳥類目録2016」（日本野鳥の会大阪支
部）等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺 

既存資料の対
象時期 

現
地
調
査 

陸
生
動
物 

哺乳類 目撃調査、フィールドサイン法、トラッ
プ法 

対象事業実施区域
及びその周辺約
200ｍ 
（図 6-4.1参照） 

４季（春季、
夏季、秋季、
冬季） 鳥類 ラインセンサス法、定点記録法 

猛禽類 定点記録法 対象事業実施区域
及びその周辺約
1,000ｍ 
（図 6-4.2参照） 

繁殖期 
（２～８月） 

両生類 
は虫類 

現地確認調査 対象事業実施区域
及びその周辺約
200ｍ 
（図 6-4.1参照） 

３季（春季、
夏季、秋季） 

昆虫類 任意採取調査、トラップ採集調査（ライ
ト・トラップ法、ベイト・トラップ法） 

水
生
動
物 

魚類 
 

直接観察調査、採取による調査（モンド
リ法、投網法、タモ網法等） 

４季（春季、
夏季、秋季、
冬季） 底生動物 定量採取調査、定性採取調査 
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図 6-4.1 動物・植物・生態系の調査地点 

地点 B 
地点 A 

凡 例 

対象事業実施区域 

動物・植物・生態系調査範囲（周辺 200m） 

魚類、底生動物調査地点：地点 A、地点 B 

水路（開渠） 

水路（暗渠） 

河川 

調整池 
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図 6-4.2 動物の調査地点（猛禽類）

凡 例 

対象事業実施区域 

猛禽類調査範囲（周辺 1,000ｍ） 

猛禽類調査地点：地点 1～地点 3 

地点 1 地点 3 

地点 2 

1km 
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 １）調査すべき情報 

対象事業実施区域及びその周辺における、動物相及びその分布の状況、重要な種及び注目すべ

き生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況を把握する。哺乳類、鳥類、猛禽類、両生類、

は虫類、昆虫類、魚類、底生動物を対象とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、調査対象動物の行動特性を踏まえ、環境影響を受けるおそれがあると認められる

対象事業実施区域及びその周辺約200ｍとする。なお、猛禽類調査については、行動圏が広いこ

とから、対象事業実施区域及びその周辺約1,000ｍの範囲とする。 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、図 6-4.1及び図 6-4.2に示すとおりである。 

 

 ５）調査期間等 

現地調査時期は、表 6-4.2に示すとおりである。 

調査対象動物の行動特性を考慮し、調査地域における動物相、重要な種及び注目すべき生息地

の状況を適切に把握できる期間とする。 

 

表 6-4.2 現地調査時期 

調査項目 調査時期 

陸生 
動物 

哺乳類 
４季（春季、夏季、秋季、冬季）に各１回 

鳥類 

猛禽類 繁殖期（２～８月）に１回/月 

両生類 

３季（春季、夏季、秋季）に各１回 は虫類 

昆虫類 

水生 
動物 

魚類 
４季（春季、夏季、秋季、冬季）に各１回 

底生動物 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-4.3に示すとおりである。なお、必要に応じて専門家等からの助言も踏ま

えるものとする。 

 

表 6-4.3 予測の手法（動物） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域 予測対象時期等 

工
事
中 

造成工事 動物 重要な種及び注目すべき生息地の分布
又は生息環境の改変の程度を踏まえた
事例の引用または解析 

調査地域と同
様 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

建設機械
の稼働 

供
用
時 

土地及び
工作物の
存在 

事業活動が定常
状態となる時期
及び保全対策の
効果が安定した
と考えられる時
期 

施設の稼
働 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測は、文献その他の資料調査及び現地調査から得られた情報の整理・分析結果を基に、直接

的影響及び間接的影響について行う。事業計画の内容を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地

の分布又は生息環境の改変の程度について、事例の引用または解析を基に行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事中については工事の実施による環境影響が最大となる時期、供用時につ

いては事業活動が定常状態となる時期及び保全対策の効果が安定したと考えられる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているかを評価する。 



6-50 

 

6-5 植物 

本事業の実施によって、造成等の工事及び地形改変後の土地及び工作物の存在により、対象事業

実施区域及びその周辺の植物の生育場所への直接的な改変及び間接的な影響の可能性があること

から、その影響を検討するため、植物に関する調査、予測及び評価を実施する｡ 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-5.1に示すとおりである。また、現地調査の調査地域は、図 6-4.1に示す

とおりである。なお、必要に応じて専門家等からの助言も踏まえるものとする。 

 

表 6-5.1 調査の手法（植物） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

植物相及び植生
の状況、 
重要な種及び重
要な群落の分
布、生育の状況
及び生育環境の
状況 

｢自然環境保全基礎調査｣（環境省）､｢京
都府レッドデータブック2015」（京都府）、
「大阪府レッドリスト2014」（大阪府）、
「枚方ふるさといきもの調査報告書」（枚
方市）、「枚方市ごみ処理施設（仮称）第
２清掃工場建設計画に係る環境影響評価
書」（枚方市）、「東部スポーツ公園整備事
業に係る環境影響評価書（枚方市）等を
対象に収集整理 

対象事業実施区
域周辺 

既存資料の対
象時期 

現
地
調
査 

陸
生
植
物
・
水
生
植
物 

植物相の状況 踏査による生育種の記録 対象事業実施区
域及びその周辺
約200m 
（図 6-4.1参
照） 

３季（春季、
夏季、秋季） 

植生の状況 踏査による群落の分布状況の記録、コド
ラート調査 
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 １）調査すべき情報 

対象事業実施区域及びその周辺における、種子植物、シダ植物その他主な植物に係る植物相及

び植生の状況、重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況を把握する。陸

生植物及び水生植物を対象とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、造成等の工事及び地形改変後の土地及び工作物の存在により、植物の生育場所へ

の直接的な改変及び間接的な影響を受けるおそれがあると認められる対象事業実施区域及びそ

の周辺約200mとする（図 6-4.1参照）。 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、植生については、調査地域内において各植生区分を網羅するようコドラート調査

による調査地点を設定する。 

 

 ５）調査期間等 

現地調査時期は、表 6-5.2に示すとおりである。 

調査対象植物や地形条件等を考慮し、調査地域における植物相、重要な種及び重要な群落の状

況を適切に把握できる期間とし、３季（春季、夏季、秋季）に各１回とする。 

 

表 6-5.2 現地調査時期 

調査項目 調査時期 

陸生植物 
・水生植物 

植物相の状況 
３季（春季、夏季、秋季）に各１回 

植生の状況 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-5.3に示すとおりである。なお、必要に応じて専門家等からの助言も踏ま

えるものとする。 

 

表 6-5.3 予測の手法（植物） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域 予測対象時期等 

工
事
中 

造成工事 

植物 重要な種及び重要な群落の分布又は生
育環境の改変の程度を踏まえた事例の
引用または解析 

調査地域と同
様 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

供
用
時 

土地及び
工作物の
存在 

事業活動が定常
状態となる時期
及び保全対策の
効果が安定した
と考えられる時
期 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測は、文献その他の資料調査及び現地調査から得られた情報の整理・分析結果を基に、直接

的影響及び間接的影響について行う。事業計画の内容を踏まえ、重要な種及び重要な群落の分布

又は生育環境の改変の程度について、事例の引用または解析を基に行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事中については工事の実施による環境影響が最大となる時期、供用時につ

いては事業活動が定常状態となる時期及び保全対策の効果が安定したと考えられる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているかを評価する。 
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6-6 生態系 

本事業の実施によって、造成等の工事及び地形改変後の土地及び工作物の存在により対象事業実

施区域及びその周辺の動物及び植物への直接的な改変及び間接的な影響の可能性があること、また

工事中の建設機械の稼働及び供用時の施設の稼働に伴う騒音等による動物への影響の可能性があ

ることから、それらに伴う地域を特徴づける生態系への影響を検討するため、調査、予測及び評価

を実施する｡ 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-6.1に示すとおりである。なお、必要に応じて専門家等からの助言も踏ま

えるものとする。 

 

表 6-6.1 調査の手法（生態系） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

動植物その他の
自然環境に係る
概況 

｢自然環境保全基礎調査｣（環境省）､｢京
都府レッドデータブック2015」（京都府）、
「大阪府レッドリスト2014」（大阪府）、
「枚方ふるさといきもの調査報告書」（枚
方市）、「枚方市ごみ処理施設（仮称）第
２清掃工場建設計画に係る環境影響評価
書」（枚方市）、「東部スポーツ公園整備事
業に係る環境影響評価書（枚方市）、「大
阪府鳥類目録2016」（日本野鳥の会大阪支
部）等を対象に収集整理 

対象事業実施区域
周辺 

既存資料の対
象時期 

現地 
調査 

動植物その他の
自然環境に係る
概況 

既存資料及び現地調査結果に基づき、上
位性、典型性、特殊性の視点から複数の
注目種を抽出し、その生息・生育環境等
の情報を収集することによる 

対象事業実施区域
及びその周辺約
200m 
（図 6-4.1参照） 

４季（春季、
夏季、秋季、
冬季） 

複数の注目種等
の生態、他の動
物相との相互関
係又は生息・生
育環境の状況 
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 １）調査すべき情報 

対象事業実施区域及びその周辺における、動植物その他の自然環境に係る概況及び複数の注目

種等の生態、他の動物相との相互関係又は生息・生育環境の状況を把握する。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、既存資料及び現地調査結果に基づき、上位性、典型性、特殊性の視点

から複数の注目種を抽出し、その生息・生育環境等の情報を収集することによる。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、調査対象動植物の特性を踏まえ、環境影響を受けるおそれがあると認められる対

象事業実施区域及びその周辺約200ｍとする。なお、猛禽類等の行動範囲の広い種の生態系への

影響を検討する場合は、対象種の特性に応じて適宜調査範囲を拡大する。 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、動物及び植物の調査地点と同様とする（図 6-4.1参照）。 

 

 ５）調査期間等 

現地調査時期は、表 6-6.2に示すとおりである。 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、調査地域における注目種等の状

況を適切に把握できる期間とし、４季（春季、夏季、秋季、冬季）に各１回とする。 

 

表 6-6.2 現地調査時期 

調査項目 調査時期 

生態系 ４季（春季、夏季、秋季、冬季）に各１回 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-6.3に示すとおりである。なお、必要に応じて専門家等からの助言も踏ま

えるものとする。 

 

表 6-6.3 予測の手法（生態系） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域 予測対象時期等 

工
事
中 

造成工事 生態系 注目種(上位性・典型性・特殊性の視点
から生態系を特徴づける生物種)の分
布、生息・生育環境の改変の程度を踏
まえた事例の引用または解析 

調査地域と同様 工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

建設機械
の稼働 

供
用
時 

土地及び
工作物の
存在 

事業活動が定常
状態となる時期
及び保全対策の
効果が安定した
と考えられる時
期 

施設の稼
働 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測は、文献その他の資料調査及び現地調査から得られた情報の整理・分析結果を基に、直接

的影響及び間接的影響について行う。事業計画の内容を踏まえ、注目種(上位性・典型性・特殊

性の視点から生態系を特徴づける生物種)の分布、生息・生育環境の改変の程度について、事例

の引用または解析を基に行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事中については工事の実施による環境影響が最大となる時期、供用時につ

いては事業活動が定常状態となる時期及び保全対策の効果が安定したと考えられる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているかを評価する。 
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6-7 景観 

本事業の実施によって、供用時に対象事業実施区域に新たな工作物が出現することから、その影

響を検討するため、景観に関する調査、予測及び評価を実施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-7.1に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-7.1に示すとおりであ

る。 

 

表 6-7.1 調査の手法（景観） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

主要な眺望点の
状況 
景観資源の状況 

京都府ホームページ、京田辺市ホームペ
ージ、枚方市ホームページ等を対象に収
集整理 

対象事業実施区域
周辺 

最新年度 

現地 
調査 

主要な眺望景観
の状況 

現地踏査、写真撮影 対象事業実施区域
周辺：５地点 
（図 6-7.1参照） 

２季（着葉季、
落葉季） 
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図 6-7.1 景観の調査地点 

L4 

L5 

L3 

L2 

L1 

凡 例 

対象事業実施区域 

景観調査地点:L1～L5 

煙突の可視領域＊ 

＊：地形のみを考慮しており、建物や樹木による遮へいは考慮していない。 
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 １）調査すべき情報 

調査対象は、対象事業実施区域周辺における主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な

眺望景観の状況とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査は、現地踏査及び写真撮影により行う。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域周辺とする｡ 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、可視領域図を参考に、調査地域内の主要な眺望点及び地域の人々が日常的に利用

している場等の囲繞
いにょう

景観となる地点のうち、対象事業実施区域が視認される５地点とする（図 

6-7.1参照）。調査地点の概要を表 6-7.2に示す。 

 

表 6-7.2 調査地点の概要（景観） 

地点 位置 概要 

Ｌ１ 一休ヶ丘第５公園 地域の人々が日

常的に利用して

いる場等の囲繞
いにょう

景観となる地点 

Ｌ２ 国道307号（田辺西インターチェンジ交差点） 

Ｌ３ 国道307号西側（河内峠バス停） 

Ｌ４ 国道307号沿道店舗（馬廻交差点） 

Ｌ５ 東部スポーツ公園 

 

 ５）調査期間等 

現地調査は２季（着葉季及び落葉季）とし、視程のよい晴天日とする。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-7.3に示すとおりである。 

 

表 6-7.3 予測の手法（景観） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

供
用
時 

景観 

主要な眺望景
観の状況 

フォトモンタージュ法 対象事業実施区
域周辺：５地点 
（図 6-7.1参照） 

新たな工作物の
完成後 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測項目は、予測地点からの眺望景観の状況を対象とする。 

予測は、事業計画に基づき景観予測図（フォトモンタージュ）を作成し、その眺望景観の変化

を予測する。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 

 ３）予測地点 

予測地点は、調査地点とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

予測対象時期は、新たな工作物の完成後とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-8 人と自然との触れ合いの活動の場 

本事業の実施によって、工事中の工事用車両の運行、供用時の新たな工作物の出現及び施設利用

車両の運行に伴い、人と自然との触れ合いの活動の場へ間接的な影響を及ぼす可能性があることか

ら、その影響を検討するため、人と自然との触れ合いの活動の場に関する調査、予測及び評価を実

施する。 

 

（１）調査の手法 

調査の手法は、表 6-8.1に示すとおりである。また、調査地点は、図 6-8.1に示すとおりであ

る。 

 

表 6-8.1 調査の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

調査項目 調査手法 調査地域・地点 調査期間等 

既存資
料調査 

人と自然との触
れ合いの活動の
場の概況 

京都府ホームページ、京田辺市ホームペ
ージ、枚方市ホームページ等を対象に収
集整理 

対象事業実施区域
周辺 

最新年度 

現地 
調査 

人と自然との触
れ合いの活動の
場の概況 

現地踏査及び聞き取り、写真撮影等 

 

対象事業実施区域
周辺：２地点 
（図 6-8.1参照） 

２回（平日及
び休日） 

主要な人と自然
との触れ合いの
活動の場の分
布、利用者数、
利用状況、利用
環境等 
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図 6-8.1 人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点 

P1 

P2 

凡 例 

対象事業実施区域 

人と自然との触れ合いの活動の場調査地点:P1、P2 
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 １）調査すべき情報 

調査対象は、人と自然との触れ合いの活動の場の概況及び主要な人と自然との触れ合いの活動

の場の分布、利用者数、利用状況及び利用環境等とする。 

 

 ２）調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

現地調査は、現地踏査及び聞き取り、写真撮影等により行う。 

 

 ３）調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域周辺とする｡ 

 

 ４）調査地点 

調査地点は、調査地域内の主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、工事中の工事用車

両の運行、供用時の新たな工作物の出現、施設の稼働及び施設利用車両の運行により影響が生じ

る可能性がある２地点とする（図 6-8.1参照）。調査地点の概要を表 6-8.2に示す。 

 

表 6-8.2 調査地点の概要（人と自然との触れ合いの活動の場） 

地点 位置 

Ｐ１ 東部スポーツ公園 

Ｐ２ 甘南備山 

 

 ５）調査期間等 

現地調査は、人と自然との触れ合いの活動の場として利用されることの多い時期において、平

日及び休日の２回実施する。 
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（２）予測の手法 

予測の手法は、表 6-8.3に示すとおりである。 

 

表 6-8.3 予測の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工
事
中 

工事用車
両の運行 

主要な人と自
然との触れ合
いの活動の場
の利用環境 

主要な人と自然との触れ合いの活
動の場の利用環境の改変の程度の
把握及び事例の引用又は解析 

対象事業実施区
域周辺：２地点 
（図 6-8.1参照） 

工事の実施によ
る環境影響が最
大となる時期 

供
用
時 

土地及び
工作物の
存在 

新たな工作物の
完成後 

施設の稼
働 

事業活動が定常
状態となる時期 

施設利用
車両の運
行 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測項目は、主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用環境を対象とする。 

予測は、事業計画の内容を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用環境の程度

の把握及び事例の引用又は解析により行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 

 ３）予測地点 

予測地点は、調査地点とする。 

 

 ４）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事中については、工事の実施による環境影響が最大となる時期（工事用車

両の運行が最大となる時期）、供用時については、新たな工作物の完成後及び事業活動が定常状

態となる時期とする。 

 

（３）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているかを評価する。 
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6-9 廃棄物等 

本事業の実施に伴い、工事中に建築・設備工事、土木工事等に伴う廃棄物及び残土の発生がある

こと、供用時に施設の稼働、施設の維持管理及び補修工事、施設の日常的な管理事務に伴う廃棄物

の発生があることから、その影響を検討するため、廃棄物等に関する予測及び評価を実施する。 

 

（１）予測の手法 

予測の手法は、表 6-9.1に示すとおりである。 

 

表 6-9.1 予測の手法（廃棄物等） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工
事
中 

造成等の
工事 

廃棄物の種類、
発生量 

工事に伴う副産物の種類ごとの発
生の状況の把握 

対象事業実施区域 工事期間 

供
用
時 

廃棄物の
発生 

対象事業の実施に伴う廃棄物の種
類ごとの発生の状況の把握 

事業活動が定常
状態となる時期 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測項目は、工事中及び供用時の廃棄物の種類、発生量を対象とする。 

予測の基本的な手法は、事業計画及び類似事例に基づき、工事中については工事に伴う副産物

の種類ごとの発生の状況の把握、供用時については対象事業の実施に伴う焼却灰等の廃棄物の種

類ごとの発生の状況の把握とする。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域とする。 

 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事中については工事期間、供用時については事業活動が定常状態となる時

期とする。 

 

（２）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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6-10 温室効果ガス等 

本事業の実施によって、工事中には建設機械の稼働及び工事用車両の運行、供用時には施設の稼

働及び施設利用車両の運行に伴い二酸化炭素等の温室効果ガスが発生することから、その影響を検

討するため、温室効果ガスに関する予測及び評価を実施する。 

 

（１）予測の手法 

予測の手法は、表 6-10.1に示すとおりである。 

 

表 6-10.1 予測の手法（温室効果ガス等） 

予測項目 予測の基本的な手法 予測地域・地点 予測対象時期等 

工
事
中 

建設機械
の稼働 

温室効果ガス
の排出量 

「温室効果ガス排出量算定・報告マ
ニュアルVer4.3.1」（平成29年7月、
環境省・経済産業省）に基づき算定 

対象事業実施区域
及びその周辺 

工事期間 

工事用車
両の運行 

供
用
時 

施設の稼
働 

施設の稼働が定
常状態となる時
期 施設利用

車両の運
行 

 

 １）予測の基本的な手法 

予測対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタンガス、一酸化二窒素とし、これらの排出

量を二酸化炭素排出量に換算する。 

予測は、事業計画に基づき、工事中は建設機械の稼働及び工事用車両の運行、供用時は施設の

稼働及び施設利用車両の運行に伴う温室効果ガスの排出量を算定し予測する。また、発電等によ

る温室効果ガスの削減量についても考慮するものとする。 

算定は、最新の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer4.3.1」に示された方法に準じ

て行う。 

 

 ２）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域及びその周辺とする。 

 

 ３）予測対象時期等 

予測対象時期は、工事中については工事期間、供用時については事業活動が定常状態となる時

期とする。 

 

（２）評価の手法 

評価にあたっては、環境影響が実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているか、環

境の保全についての配慮が適正になされているか、国又は府等による環境の保全及び創造に関す

る施策によって基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標との整合が図られてい

るかを評価する。 
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第7章 その他規則で定める事項 

 

7-1 対象事業を実施するために必要な許認可等 

対象事業を実施するために必要な許認可等を表 7-1.1に示す。 

 

表 7-1.1 対象事業を実施するために必要な許認可等 

申請・届出の名称 許認可等を行う者 関係法令 

建築確認申請書 京都府山城北土木事務所 建築基準法 

一般廃棄物処理施設設置届出書 京都府山城北保健所長 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 

ばい煙発生施設設置届出書及び

水銀排出施設設置届出書 

京都府山城北保健所長 大気汚染防止法 

特定施設設置届出書 京都府山城北保健所長 ダイオキシン類対策特別

措置法 

特定施設設置届出書 京都府山城北保健所長 水質汚濁防止法 

自家用電気工作物の工事計画の

届出書及び自家用電気工作物の

保安規程の届出書 

中部近畿産業保安監督部長 電気事業法 

特定施設設置届出書及び除害施

設設置届出書 

公共下水道管理者（京田辺市

長） 

下水道法、京田辺市公共

下水道条例 

一定の規模以上の土地の形質の

変更届出書 

京都府山城北保健所長 土壌汚染対策法 

宅地造成に関する工事の許可申

請書 

京都府知事 宅地造成等規制法 

 

 

7-2 方法書に関する業務の委託先の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

名 称：八千代エンジニヤリング株式会社 大阪支店 

代表者：妹尾 嘉之 

所在地：大阪府大阪市中央区城見1-4-70 


